
 

平成２５年度第３回木津川市行財政改革推進委員会 

 

会  議  次  第 

 

 

            日 時：平成２５年１０月１日（火）午後１時３０分～ 

            場 所：木津川市役所第２北別館２階会議室 

 

 

１．開  会 

 

２．議  事 

 

 （１）平成２５年度事業仕分けの進行について 

 （２）事業仕分け項目について 

   １．公用車管理事業 

   ２．社会福祉協議会補助事業 

   ３．シルバー人材センター事業 

   ４．幼稚園使用料 

 

３．そ の 他 

 

４．閉  会 

 

 

 

 

 

 資 料 （○事前配布 ●当日配布） 

● 事業仕分け実施要領（平成２５年度） 

● 事業仕分け事前勉強会 Ｑ＆Ａ 

● 事業仕分け事前勉強会 補足資料 

○ １．事業仕分け資料（公用車管理事業） 

○ ２．事業仕分け資料（社会福祉協議会補助事業） 

○ ３．事業仕分け資料（シルバー人材センター事業） 

○ ４．事業仕分け資料（幼稚園使用料） 
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まとめ 

（約５分） 

評価・指摘 

（約３分） 

質疑・議論 

（約３０分） 

事業説明 

（約７分） 

■ 事業仕分け実施要領（平成２５年度） 

 

 木津川市行財政改革推進委員会が実施しようとする事業仕分けは、木津川市が行っ

ている行政サービスなどについて、施策そのものの必要性や仕事の進め方を議論し、

現状における問題点や今後のあり方を考えていくためのものです。 

 指摘事項や結果については、今後の政策形成等への活用を図るため、市長に提言し

ます。 

 

 

１ 対象事業数   ４事業 

 

２ 作業参加者   ・行財政改革推進委員会委員 

（コーディネーター【会長】・仕分け人【委員】） 

・事業説明者 

 

３ 作業の流れ 

          ● 市職員が、事業の要点や事業概要について説明 

          ○ 事業の目的、事業内容、進捗、課題など 

 

          ● 仕分け人から説明者（市職員）に対して質問 

          ● 仕分け人同士の議論 

          ○ 目的の是非、達成手段としての妥当性、事業の効果・効率 

            性、実施主体の適否など 

 

          ● 仕分け人が、各自「仕分け作業シート」に記入 

          ○ 仕分け６区分から１つを選択 

          ○ 「理由」の選択（複数可） 

          ○ 理由や改善すべき点の詳細などコメントを記入 

          ○ (2)民間・(5)市実施（民間委託）を選択した場合は、地域 

            事業組成についても記入 

          ※ 国や府の規制等によって現実的には実施主体の変更がで 

            きない事業であっても、そもそも論で結論を出す。 

 

          ● 「仕分け」の結果について挙手による多数決 

          ● 各仕分け人から一言コメント 

          ● コーディネーターが結果を総括 
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４ 仕分けの区分  事業そのものの要・不要や仕事のやり方を議論・評価すること 

により、次の６区分に仕分けます。 

【仕分けの６区分と考え方】

(4)　改善要
（内容・規模）

(5)　改善要
（民間委託）

(6)　現行どおり

現在の事業

《必要か否か》

必要

《行政か民間か》

(3)　国・府
《国・府か地方か》

地方
（市）

《実施手法の改善等》

行政

(1)　不要

(2)　民間

この事業がなくなっ
ても問題ない。

税金を使って実施す
る事業でない。

国・府の統一基準・
水準で実施すべき。
市域を越える受益が
ある。

現行どおり市で実施
すべき。

事業実施方法や事
業効果などの観点
から、改善すべき。
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【仕分け作業シート】 

事業名
市事業費

（単位：千円）
内、一般財源 記入者

(2) 民間（NPO、地域団体 (a)　民間企業 ①　公設民営

も含む） (b)　社会福祉法人、NPO法人 　　※施設等は公共が保有し、民間に運営を委託。

　　など

を選んだ場合 (c)　地域団体（自治会、老人 ②　民設民営

　　会、子供会など） 　　※施設等を民間に移譲し、民間がすべて運営。

(d)　その他（　　　　　　　　　　）

(5) 市実施（民間委託） (a)　民間企業 ①　協働型委託

(b)　社会福祉法人、NPO法人 　　※民間提案も踏まえ、民間自主事業とあわせて協働で事業実施。

　　など ②　指定管理者制度

を選んだ場合 (c)　地域団体（自治会、老人 　　※市が指定した民間が公の施設を管理・運営。

　　会、子供会など） ③　専門技能活用型部分委託

(d)　その他（　　　　　　　　　　） 　　※専門技能を有する事業の一部を民間委託（点字作成、講座運営など）。

地域事業組成 助言詳細民営化、委託の相手 主体選定の条件

(5)

(6)

①　民間委託を実施すべき

④　その他
市実施（民間委託）

仕分け 理由（複数選択可）

不要（自治体としても
民間事業としても）

(1)

(2)
民間（NPO、地域団体
も含む）

国・府

市実施（改善）
④　事業規模の拡大が必要

理由補足、助言詳細

事
業
仕
分
け

(3)

(4)

市実施　現行どおり
①　現行どおり進めることが望ましい

⑦　補助額、あるいは補助率を引き下げるべき

⑩　利用料を引き上げるべき

（事業内容、事業規模、事業手法）

②　民間委託の対象を拡大すべき ③　民間の委託先を変更すべき

⑪　利用料を引き下げるべき

⑨　数値目標や終期設定が必要

⑫　その他

③　効果がない、あるいは薄い

⑥　その他

⑧　補助額、あるいは補助率を引き上げるべき

⑤　業務処理の効率化を図るべき ⑥　財源確保の努力をすべき（広告収入等）

②　事業内容の抜本的な見直しが必要

③　民間の方が効果的・効率的

③　市で対応することが難しい

③　事業規模の縮小が必要（規模過大）

②　民間を圧迫または競合

②　国又は府が実施する方が効果的・効率的

⑤　段階的に廃止すべき

地
域
事
業
組
成

①　実施する妥当性がない

④　他の事業と重複している

①　行政の役割終了

④　その他

①　本来国又は府の業務

④　その他

②　目的の達成手段として不適当

①　利用者ニーズの再把握が必要（長期化等）
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● 平成２５年度事業仕分けタイムスケジュール 

 

日 時 ： 平成２５年１０月１４日（月・祝） 午後１時３０分～午後５時００分 

場 所 ： 木津川市役所１階 住民活動スペース 

 

No. 項  目 時  間 

  開  会 午後１時３０分 ～  

１  公用車管理事業 午後１時３５分 ～ ２時２０分 

２  社会福祉協議会補助事業 午後２時２５分 ～ ３時１０分 

  休  憩 午後３時１０分 ～ ３時２５分 

３  シルバー人材センター事業 午後３時２５分 ～ ４時１０分 

４  幼稚園使用料 午後４時１５分 ～ ５時００分 
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● 会場レイアウト図（市民活動スペース） 
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■ 事業仕分け事前勉強会 Ｑ＆Ａ 

 

事業仕分け項目について、事前にご質問・追加資料の依頼等をいただいたものの内、回答・資料

等が整理できたものをとりまとめたものです。 

なお、ご質問については、原文ではなく、複数の委員からいただいた類似するご質問を一本化す

る等、事務局で要旨をまとめたものとなっています。 

 

 

 

１．公用車管理事業 

 

１－１ 

Ｑ：公用車を購入・廃車する際のルールはあるのか。ルールがある場合、その内容及び権限は

どのようなものか。 

Ａ：公用車の購入・廃車については、平成２０年１１月に【公用車の廃車基準及び買換基準（補

足Ｐ１～２）】を定めており、基本的にこの内容に基づいた運用をしています。 

原則として、増車はせず、買換えにあたっては、庁内委員会である公用車適正化委員会（委

員長：総務部長）が、審議を行うこととなっています。 

 

１－２ 

Ｑ：公用車の車両管理方法はどのようなものか。また。車両管理システムはあるのか。 

Ａ：公用車の車両管理については、【木津川市公用車管理規程（資料１－⑤）】に基づき、公用

車が配された各課の長が管理責任者となっており、各課で日常点検等を行うとともに、使用

にあたっては、事前に目的・行先・使用時間・使用者等を確認しています。 

 なお、車両使用についての全庁的な管理・予約システム等は存在せず、公用車を配された

各課が、それぞれの使用形態に応じて運用しています（車両使用表をホワイトボードに記載

する等）。 

  



２．社会福祉協議会補助事業 

 

２－１ 

Ｑ：社会福祉協議会の監査の実施状況はどうか。 

Ａ：社会福祉法人として、法人の監事が業務執行の状況及び財産の状況等についての監査を行

っています。 

 また所轄庁（～平成２４年度：京都府、平成２５年度～：木津川市）は、毎年度事業報告

書等の提出を受け、社会福祉法人の適正な運営の確保を目的とした指導監査を実施します。 

 

２－２ 

Ｑ：社会福祉協議会の職員の中に、市からの出向者・元市職員はいるか。また、職員の人事権

はどこにあるか。 

Ａ：社会福祉協議会の職員に市からの出向者はいません。副会長２名は元市（町）職員です。

また、職員の人事権は社会福祉協議会にあります。 

 

２－３ 

Ｑ：社協だより「きづな」とはどのようなものか。 

Ａ：社会福祉協議会の活動内容等を紹介するため、毎月、市広報紙に折り込む形で発行されて

いる社会福祉協議会の広報紙です。【きづな９月号（補足Ｐ３～６）】 

 

２－４ 

Ｑ：社会福祉協議会の【一般会計資金収支計算書（資料２－⑥）】に、助成金支出として掲げら

れている「１０，４７１，９２４円」の内訳等はどのようなものか。 

Ａ：資料別添【平成 24年度木津川市社会福祉協議会助成金支出内訳（補足Ｐ７）】 

 

２－５ 

Ｑ：各部局から社会福祉協議会への補助・委託事業の全体像はどのようなものか。 

Ａ：資料別添【木津川市社会福祉協議会への市補助金・委託料等（補足Ｐ８）】 

  【平成２４年度木津川市社会福祉協議会決算の概要（補足Ｐ９）】 

 

２－６ 

Ｑ：社会福祉協議会による地域福祉活動（地域見守りネットワーク活動）の実行状況や他の機

関との役割分担はどのようなものか。 

Ａ：地域見守りネットワーク活動の見守り隊員数は１１８３名です。 

資料別添【見守り隊の活動の手引き（補足Ｐ１０～１３）】。 

  



３．シルバー人材センター事業 

 

３－１ 

Ｑ：シルバー人材センターの設置根拠はどこにあるのか。 

Ａ：シルバー人材センターの設置根拠は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」となりま

す。【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（補足Ｐ１４～１５）】 

 

３－２ 

Ｑ：シルバー人材センターの監査の実施状況はどうか。 

Ａ：公益社団法人として、法人の監事が業務執行の状況・財産の状況について監査を行ってい

ます。 

 また所轄庁（京都府）は、毎年度事業報告書等の提出を受け、定期的に適正な運営の確保

を目的とした立入検査を実施します。 

 

３－３ 

Ｑ：シルバー人材センターの職員の中に、市からの出向者・元市職員はいるか。また、職員の

人事権はどこにあるか。 

Ａ：シルバー人材センターの事務局職員に市からの出向者はいません。理事長、事務局長は元

市（町）職員です。また、職員の人事権はシルバー人材センターにあります。 

 

３－４ 

Ｑ：シルバー人材センターの会員の就業目的について調査した資料はあるか。 

Ａ：当該資料は作成していません。 

 

３－５ 

Ｑ：一般家庭がシルバー人材センターに発注する業務にはどのようなものがあるか。 

Ａ：主なものとしては、庭木剪定、表具・大工等があります。【シルバー人材センター事業運営

状況（資料３－①追記）】 

 

３－６ 

Ｑ：公共機関がシルバー人材センターに発注する業務にはどのようなものがあるか。また、公

共機関の内訳はどのようなものか。 

Ａ：主なものとしては、公園・配水池の除草、市役所・支所等の宿日直、公共施設の清掃等が

あります。なお、公共機関の内、９８．９％が木津川市からの発注、残り１．１％が京都府

からの発注となっています。【シルバー人材センター事業運営状況（資料３－①追記）】 

 

３－７ 

Ｑ：木津・加茂・山城の支所別の活動状況はどのようなものか。 

Ａ：別添資料のとおりです。【シルバー人材センター事業運営状況（資料３－①追記）】  



４．幼稚園使用料 

 

４－１ 

Ｑ：市内の幼稚園通園対象児童数はどのようなものか。 

Ａ：資料別添【公立・私立幼稚園園児数及び私立幼稚園に係る補助制度の概要（補足Ｐ１６）】 

 

４－２ 

Ｑ：私立幼稚園に通所する保護者への補助制度等はあるのか。 

Ａ：木津川市では、次のような補助制度があります。 

・私立幼稚園就園奨励費補助金： 

私立幼稚園の設置者が保護者から徴収する保育料等を減免する場合（子どもの数に応じ

て所得制限あり）に、市が補助金を交付するもの（補助金の額は、園児の兄弟姉妹の状

況・保護者の所得等によって異なります。年額 62,200円～年額 308,000円） 

・市内私立幼稚園保護者負担軽減補助金： 

木津川市内の私立幼稚園の設置者が保護者から徴収する保育料等等を減免をする場合に、

市が補助金を交付するもの（月額３，０００円）。 

※これ以外に京都府の制度として、兄弟姉妹の同時在園等の状況に応じた補助があります。 

 

４－３ 

Ｑ：私立幼稚園の定員、在籍児童数、保育料等はどのようなものか。 

Ａ：私立幼稚園への通所児童については、市として全数を把握していません。平成２４年度に

おいて、私立幼稚園就園奨励費補助金の対象となった園の保育料等の状況は別添のとおりで

す。【平成２４年度私立幼稚園就園奨励費補助金申請園の入園料・保育料（補足Ｐ１７）】 

 

４－４ 

Ｑ：私立幼稚園への府の補助等の状況はどのようなものか。また、公立幼稚園への補助との対

比は可能か。 

Ａ：私立幼稚園の運営費については都道府県から私学助成が行われていますが、補助金の手続

きに市を介さないため、各園への補助の状況を市は把握していません。また、公立幼稚園の

運営に係る経費について国・府からの補助はありません。（交付税の算定基礎にはなっていま

すが、特定財源として公立幼稚園の運営費にあてるための補助はありません。） 

私立幼稚園への補助の全体像については資料のとおりです。 



 

■ 公用車の廃車基準及び買替基準（平成２０年１１月総務部長通知） 

 

 

１ 廃車基準 

次の３項目のいずれかに該当する公用車を廃車対象として検討する。 

① 登録から１０年を経過し、かつ、総走行距離が１００，０００ｋｍを越え

ているもの 

② 登録から２０年を経過しているもの 

③ 安全な運行に支障が生じることにより今後の使用に耐えられないもの 

 

 

２ 買替基準 

① 基本原則 

・ 原則として買増し（増車）はしない。 

・ 公用車が使用に耐えず廃車し、業務を執行する上で買替えが必要となる場

合は、当該公用車を管理する所管課において買替えが必要である根拠を示

す資料を公用車適正化検討委員会に提出する。 

・ 当該公用車の稼働率が低い場合のほか所管課の使用状況等によっては、廃

車に伴う買替えは行わない。 

・ 公用車適正化検討委員会の審議を経て、買替えすることが適当であると判

断された場合のみ予算計上する。 

 

 

② 車種等の選択 

○種別 

種別の選択は概ね次のとおりとする。 

・ 一般事務の用に供する公用車 …… 軽貨物 

・ 事業の用に供する公用車   …… 軽トラック又は軽貨物 

 

○標準仕様・装備等 

 公用車の仕様・装備等は次のものを標準とする。 

  排 気 量：６６０ｃｃ以下 

  駆動方式：２ＷＤを標準とする。 

       ただし、事業用については、４ＷＤも可とする。 

  変 速 機：オートマチック式 

       ただし、用途によりミッション式も可とする。 

補足資料 



 

  乗車定員：最大４名 

  燃  料：無鉛レギュラーガソリン 

  環境基準：低排出ガス車（平成１７年基準排出ガス７５％低減レベル） 

       かつ低燃費車（平成２２年度燃費基準達成車） 

  塗  装：白 “木津川市”のネームを入れる。 

       ネームの規格は次を標準とする。 

       サ イ ズ：５０ｃｍ×２０ｃｍ 

       文 字 色：青 

       イメージ： 

                               ２０ｃｍ 

 

                   ５０ｃｍ 

  そ の 他：パワーステアリング、エアコン、ＡＭ／ＦＭラジオ、フロアマット、 

       サイドバイザー、標準工具一式、スペアタイヤ、三角表示板 

 

○その他 

・ 上記の標準仕様・装備等におけるその他装備類については、列記して

いる全てを搭載することを条件としているものではない。選択した車

種のうち、グレードの下位のもの又はそれに準拠しているものから業

務に不要な装備等については極力搭載しないこととする。 

・ 事業の用により普通乗用車を購入する場合については、環境保全・燃

費抑制の観点からハイブリッド車を選択することとし、装備等につい

ても上記に準じて不要な装備は搭載しないこととする。 

・ トラックその他特別車を購入する場合についても、上記の標準仕様・

装備等における環境基準を達成する車種を選択することとし、装備に

ついても同様に上記に準じているものを選択することとする。 

 

 

そ の 他 

○買換えの進め方 → 一般競争入札 

年度において、前期（９月）及び後期（翌年２月）に入札し、納車は纏めて行

う。購入台数が、５台までの場合は一度に入札を行う。買換えに該当する公用

車は、廃車まで乗切るものとする。 

 

○車検の手続き 

原則購入業者により車検を受けることとするが、必ず事前に見積聴取を行うこ

と。費用が高額と思われる場合には、見積聴取業者に高い旨説明を行い他社（２

から３）から見積聴取を行うこととする。 



 

  



 

  



 

  



 

 



■ 平成24年度　木津川市社会福祉協議会助成金支出内訳

経理区分 助成先 金　　額 概　　要 収入元

3,437,531

高齢者見守り隊 476,351
隊員会議・研修案内・議事録等文書送付、民協助成金41300円×4団体、講師諸謝金、施
設使用料（研修・会議）

府社協助成金

電力弱者 22,680 府助成金電力弱者支援不足分高齢者見守り隊助成金で支出　木津116　　山城100 府社協助成金

支部還元金 2,938,500 徴収して頂いた会費の3割を支部に還元する。木津17支部　　加茂4支部　　山城17支部 会費３割還元

3,061,243

団体助成 780,000

老人クラブ連合会、過疎地住民福祉委員会（1団体8万）、高齢者ひとり暮らしの会2団体（1
団体6万）、母子会、木津川市身体障害者の会、木津川市身体障害者協議会、相楽福祉
会、ぽらりす、いづみ福祉会、京都ライフサポート協会（一律5万）、木津川市障がい児親の
会協議会木津・加茂・山城（15万）

共同募金配分金

防災ワークショップ 147,743
支部単位でいざという時に助け合える地域づくりを目指し、開催　木津町区支部、相楽台区
支部、鹿背山区支部

共同募金配分金

歳末見舞 1,005,000 高齢者38　障がい者155　一人親家庭142　（申請式、木津、山城のみ実施) 共同募金配分金

歳末サロン 928,500
社協登録サロンにクリスマス会等を開催する為の使用してもらう。参加人数×500円　子育
て643　高齢者1059　　障がい者155　（サロンとは同じ趣味や共通の悩み、話題がある方た
ちが気軽に行ける距離で地域の居場所を作る。）

共同募金配分金

小地域 170,000 地域のネットワーク活動を行う支部への還元。山城17支部 共同募金配分金

夏祭り協賛金 10,000 木津川市夏祭の協賛金 共同募金配分金

火事見舞い 20,000 全焼1件お見舞い金 共同募金配分金

2,449,150

サロン 1,467,300 サロン活動月2回まで助成　一人100円　高齢者55　障がい児・者7　子育て20　広範1

交流会 765,600 各支部ごとに開催高齢者交流会を開催。＠400　31支部（木津10　加茂4　山城17）

ひろば野菜市 216,250 ひろば野菜市売上還元　6支部 ひろば野菜市売り上げ

1,524,000

グループ助成 1,524,000
ボランティア連絡協議会助成20万、ボランティアセンター助成20万、ボランティアグループ
活動助成72団体（一律1万）、ボランティアグループ活動助成14団体（府社協補助金収入通
り抜け40万4千）

ボランティア基金

10,471,924総合計

法人運営経理区分　計

共同募金配分金経理区分　計

市補助事業経理区分　計

ボランティア基金経理区分　計



会計 経理区分 科目 予算事業名 （明細） 所管課 金額 備考

[63,778,000]

61,613,000

住民参加の地域福祉推進
事業補助金

社会福祉協議会補助事業
費

地域福祉推進事業費補助金 社会福祉課 2,976,000
ふれあいサロン（80サロン）、高齢者交流会（29回）、おもちゃの
図書館、こども夏祭り、ふれあいひろば等の活動費を補助

加茂ふれあいセンター運
営補助金

社会福祉協議会補助事業
費

加茂ふれあいセンター管理運
営事業補助金

社会福祉課 2,637,000
サロン活動、ボランティアサークルの活動拠点である加茂ふれ
あいセンターの管理運営費を補助

福祉大会補助金
社会福祉協議会補助事業
費

福祉大会補助金 社会福祉課 300,000 隔年開催する福祉大会の開催経費を補助

独居・高齢者世帯慰問補
助金

老人福祉事務事業費
ひとり暮らし老人・高齢者世帯
を励ます会事業補助金

高齢介護課 450,000
75歳以上の一人暮らし高齢者・高齢者世帯を対象に会食会等
を開催する経費を補助（市内４地域各１回。310名参加）

地域包括ケア総合交付金
地域包括ケア総合交付金
事業費

高齢者見守りネットワーク構築
事業補助金

高齢介護課 284,000
見守り隊活動に地域の事業者等の参加を呼びかけ、見守り隊
加盟店として登録してもらう事業の経費を補助

心配ごと相談所事業受託
金

心配ごと相談事業費 心配ごと相談所事業委託料 社会福祉課 231,000
民生児童委員が相談員となり、各種の相談に対応。木津、加
茂、山城の３地域で毎月１回実施。

生きがい活動支援通所事
業運営受託

介護予防普及啓発事業
（介護保険特別会計）

生きがい対応型デイサービス
事業委託料

高齢介護課 17,000,000
【元気デイ事業】高齢者の閉じこもり予防・介護予防のため、日
帰りのデイサービスを実施（年225回・延べ6,290名参加）

配食サービス事業費受託
金

在宅高齢者等配食サービ
ス事業費

在宅高齢者等配食サービス委
託料

高齢介護課 4,200,000
援助が必要な高齢者当に食事の支援と見守りを兼ねた配食
サービス事業を実施（対象者351名）

介護者交流事業受託金 在宅福祉支援事業費 介護者交流事業委託料 高齢介護課 400,000
【介護リフレッシュ事業】在宅で要介護高齢者の介護をされてい
る家族を対象に交流会を開催（年5回・延べ63名参加）

地域包括ケア総合交付金
地域包括ケア総合交付金
事業費

加茂ふれあいセンター施設改
修業務委託料

高齢介護課 522,900 加茂ふれあいセンターのバリアフリー改修費

生きがい大学事業受託金 高齢者教育事業費 生きがい大学社会見学委託料 社会教育課 650,000
生きがい大学の社会見学を実施（木津・加茂・山城各1回。延べ
249名参加。神戸花鳥園等）

いきいき倶楽部受託金 成人生活学級事業費
高齢者交流事業「いきいき倶
楽部」業務委託料

人権推進課 121,000
高齢者の生活改善・安否確認・健康保持等のため、月１回交流
事業を実施。（年12回・延べ104名参加）

⑥くらしの資金貸
付事業経理区分

市受託金 くらしの資金貸付事業費 くらしの資金貸付事業委託料 社会福祉課 1,000,000
低所得世帯に対して暮らしの資金（10万円以内）の貸付を実施
（対象者10名）。残金・償還金等は市に返還。

障害者訪問入浴受託金
障害者地域生活支援事業
費

障害者訪問入浴支援助成費 社会福祉課 6,205,000
通常の支援では入浴が困難な障害者に対して専門スタッフによ
る入浴サービスを提供（対象者3名への助成金）

軽度生活援助ヘルパー受
託金

在宅福祉支援事業費
軽度生活援助ヘルパー事業委
託料

高齢介護課 784,910
介護認定を受けていない高齢者のためにヘルパーによる軽度
の支援を実施（対象者10名）（内132,820円は社協H23年度決
算）

難病生活援助ヘルパー受
託金

難病患者等居宅生活支援
事業費

難病患者等ホームヘルパー委
託料

健康推進課 68,850
難病患者に対して家事援助のためのヘルパーを派遣（対象者1
名）

⑩老人福祉セン
ター経理区分

市受託金（老人福祉セン
ター指定管理料）

木津老人福祉センター運
営事業費

木津老人福祉センター指定管
理料

高齢介護課 7,000,000 木津老人福祉センターの指定管理料

市受託金 福祉センター管理事業費 山城福祉センター管理委託料 社会福祉課 4,655,000 山城福祉センターの指定管理料

111,098,660

特別会計

専任職員、ボランティアコーディネーター等の人件費を補助
（超過交付を受けた2,165,000円を社協H25予算で返還。H24市
補助額61,163,000円）

合計

■ 木津川市社会福祉協議会への市補助金・委託料等（平成２４年度）

社会福祉協議会

一
般
会
計

木津川市

①法人運営事業
経理区分

職員設置補助金
社会福祉協議会補助事業
費

社協職員給与補助金 社会福祉課

③市補助事業経
理区分

④市受託事業経
理区分

⑧介護保険事業
経理区分



流動資産 52,635,367 流動負債 21,191,705 流動資産 490,454 流動負債 490,454

固定資産 379,520,935 固定負債 45,157,380 固定資産 0 固定負債 0

資産合計 432,156,302 負債合計 66,349,085 資産合計 490,454 負債合計 490,454

差引正味財産 差引正味財産

経理区分

収　入 支　出 差　額 収　入 支　出 差　額 収　入 支　出 差　額 収　入 支　出 差　額 収　入 支　出 差　額

H24決算 319,329,947 331,998,668 ▲ 12,668,721 77,764,387 87,696,327 ▲ 9,931,940 9,990,669 9,990,669 0 8,066,268 8,066,268 0 29,151,253 29,151,253 0

一般会計に
占める割合 100.00% 100.00% 24.35% 26.41% 3.13% 3.01% 2.53% 2.43% 9.13% 8.78%

他区分からの
繰入れ 512,455 403,848 272,032
他区分への
繰出し 10,713,888 159,552

人件費支出 203,155,800 57,057,869 11,906,918

市補助金・
委託金収入

108,475,840 63,778,000 6,647,000 23,124,900

支出グラフ用 331,998,668 0 87,696,327 244,302,341 9,990,669 322,007,999 8,066,268 323,932,400 29,151,253 302,847,415

経理区分

収　入 支　出 差　額 収　入 支　出 差　額 収　入 支　出 差　額 収　入 支　出 差　額 収　入 支　出 差　額

H24決算 2,920,000 2,920,000 0 1,885,130 1,885,130 0 3,121,500 3,121,500 0 153,538,784 156,873,753 ▲ 3,334,969 2,909,928 2,311,740 598,188

一般会計に
占める割合 0.91% 0.88% 0.59% 0.57% 0.98% 0.94% 48.08% 47.25% 0.91% 0.70%

他区分からの
繰入れ 1,000,000 39,000

他区分への
繰出し 512,455 2,652,020

人件費支出 2,250,000 118,913,546

市補助金・
委託金収入

1,000,000 6,925,940

支出グラフ用 2,920,000 329,078,668 1,885,130 330,113,538 3,121,500 328,877,168 156,873,753 175,124,915 2,311,740 329,686,928

経理区分

収　入 支　出 差　額 収　入 支　出 差　額 収　入 支　出 差　額 収　入 支　出 差　額 収　入 支　出 差　額

H24決算 7,044,728 7,044,728 0 6,049,517 6,049,517 0 7,868,110 7,868,110 0 9,019,673 9,019,673 0 0 0 0

一般会計に
占める割合 2.21% 2.12% 1.89% 1.82% 2.46% 2.37% 2.82% 2.72% － －

他区分からの
繰入れ 460 2,958,617 5,465,180 3,386,323

他区分への
繰出し

人件費支出 5,475,817 7,551,650 268,199

市補助金・
委託金収入

7,000,000 4,655,000

支出グラフ用 7,044,728 324,953,940 6,049,517 325,949,151 7,868,110 324,130,558 9,019,673 322,978,995 0 331,998,668

山城福祉センター指定管理

→① →⑫

←① ←① ←①⑧ ←①②

Ⅱ．特別会計
（福祉センター経理区分）

老人福祉センター指定管理

⑤ 生活福祉資金貸付事務
受託経理区分

⑥ くらしの資金貸付事業
経理区分

⑦ 緊急援護資金貸付事業
経理区分

心配ごと相談所、生きがい活動支
援通所（元気デイ）、配食サービス、
介護者交流（リフレッシュ）、地域包
括ケア総合交付金、生きがい大学、
いきいき倶楽部

役員報酬、職員給与、退職金、
退職金預け金等

各種補助金、委託料等

⑧ 介護保険事業経理区分
⑨ ボランティア基金経理
区分

元気デイ職員給与等
正副会長報酬、事務局職員給
与等

職員設置補助金

住民参加の地域福祉推進事
業、加茂ふれあいセンター運
営、福祉大会、独居・高齢者世
帯慰問、地域包括ケア総合交付金

←①

障害者訪問入浴、軽度ヘルパー、
難病ヘルパー

くらしの資金貸付事業

←①

介護保険事業所職員給与等

365,807,217 0

担当職員給与等 退職金、退職共済預け金 非常勤職員給与等

→⑬

⑩ 老人福祉センター経理
区分

Ⅰ．一般会計合計
（①～⑬）

 ※ 経理区分名の横の円グラフは、一般会計の支出額合計に占める当該経理区分の
 　　支出額の割合を示しています。

① 法人運営事業経理区分

Ⅱ．特別会計

←⑦

→③④⑦⑨⑩⑪⑫⑬

■ 平成24年度木津川市社会福祉協議会決算の概要

② 共同募金配分金経理区
分

④ 市受託事業経理区分

←①←①

③ 市補助事業経理区分

⑬ 住民参加地域福祉事業
経理区分

⑫ 退職積立事業経理区分
⑪ 福祉サービス利用援助
事業経理区分

Ⅰ．一般会計







 

 



■ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号） 

 

 

   第五章 定年退職者等に対する就業の機会の確保 

 

 （国及び地方公共団体の講ずる措置） 

第四十条 国及び地方公共団体は、定年退職者その他の高年齢退職者の職業生活の充実その

他福祉の増進に資するため、臨時的かつ短期的な就業又は次条第一項の軽易な業務に係る

就業を希望するこれらの者について、就業に関する相談を実施し、その希望に応じた就業

の機会を提供する団体を育成し、その他その就業の機会の確保のために必要な措置を講ず

るように努めるものとする。 

 

   第六章 シルバー人材センター等 

    第一節 シルバー人材センター 

 

 （指定等） 

第四十一条 都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨

時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務（当該業務に係る労働力の需給の状況、当

該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条において同じ。）

に係るものの機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することにより、その

就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もつて

高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人（次項及

び第四十四条第一項において「高年齢者就業援助法人」という。）であつて、次条に規定す

る業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、市町村（特

別区を含む。第四十四条において同じ。）の区域（当該地域における臨時的かつ短期的な就

業の機会の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従い、次条第一号及

び第二号に掲げる業務の円滑な運営を確保するために必要と認められる場合には、都道府

県知事が指定する二以上の市町村の区域）ごとに一個に限り、同条に規定する業務を行う

者として指定することができる。ただし、第四十四条第一項の指定を受けた者（以下「シ

ルバー人材センター連合」という。）に係る同項の指定に係る区域（同条第二項又は第四項

の変更があつたときは、その変更後の区域。以下「連合の指定区域」という。）については、

この項の指定に係る区域とすることはできない。 

一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであ

り、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認め

られること。 

二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増

進に資すると認められること。 

２ 前項の指定は、その会員に同項の指定を受けた者（以下「シルバー人材センター」とい

う。）を二以上有する高年齢者就業援助法人に対してはすることができない。 



３ 都道府県知事は、第一項の指定をしたときは、シルバー人材センターの名称及び住所、

事務所の所在地並びに当該指定に係る地域を公示しなければならない。 

４ シルバー人材センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとする

ときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

５ 都道府県知事は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければな

らない。 

 

 （業務等） 

第四十二条 シルバー人材センターは、前条第一項の指定に係る区域（以下「センターの指

定区域」という。）において、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 臨時的かつ短期的な就業（雇用によるものを除く。）又はその他の軽易な業務に係る就

業（雇用によるものを除く。）を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を

確保し、及び組織的に提供すること。 

二 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業（雇用による

ものに限る。）を希望する高年齢退職者のために、職業紹介事業を行うこと。 

三 高年齢退職者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に

必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。 

四 前三号に掲げるもののほか、高年齢退職者のための臨時的かつ短期的な就業及びその

他の軽易な業務に係る就業に関し必要な業務を行うこと。 

２ シルバー人材センターは、職業安定法第三十条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省

令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、前項第二号の業務として、有料の職

業紹介事業を行うことができる。 

３~７ 略 

 

 （事業計画等）  

第四十三条 シルバー人材センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、

事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変

更しようとするときも、同様とする。 

２ シルバー人材センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事

業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 

 

 （監督命令） 

第四十三条の二 都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、シ

ルバー人材センターに対し、第四十二条第一項に規定する業務に関し監督上必要な命令を

することができる。 



■ 公立・私立幼稚園園児数及び私立幼稚園に係る補助制度の概要

○公立・私立園児数等（平成２４年度）

３歳児（人） ４歳児（人） ５歳児（人） 合計（人）

市内人口 945 904 922 2,771

公立幼稚園児数 80 234 249 563

私立幼稚園児数概数
（補助金申請時資料から）

163 173 161 497

○私立幼稚園に係る補助金対象人数と交付金額（平成２４年度）

対象人数（人） 交付金額（円）

就園奨励補助金 286 28,651,500

保護者負担軽減補助金 62 2,187,000

概要(平成２５年度基準）

私立幼稚園の設置者が保護者から徴収する保
育料等を減免する場合（子どもの数に応じて所
得制限あり）に、市が補助金を交付するもの（補
助金の額は、園児の兄弟姉妹の状況・保護者
の所得等によって異なります。年額62,200円～
年額308,000円）

木津川市内の私立幼稚園の設置者が保護者
から徴収する保育料等等を減免をする場合に、
市が補助金を交付するもの（月額３，０００円）。



幼 稚 園 名 入園料／年 保育料／年 合計

1 学校法人愛染学園　愛染幼稚園 40,000 180,000 220,000

2
学校法人京都南カトリック学園
青谷聖家族幼稚園 50,000 ３歳児　264,000

4･5歳児　240,000
３歳児　314,000
4･5歳児　290,000

3
学校法人伝香寺学園
いさがわ幼稚園 40,000 168,000 208,000

4
学校法人近畿大学
近畿大学附属幼稚園 100,000 360,000 460,000

5
学校法人西大寺学園
西大寺幼稚園 40,000 192,000 232,000

6
学校法人親愛学園
親愛幼稚園 60,000 180,000 240,000

7
学校法人京都南カトリック学園
精華聖マリア幼稚園 50,000 264,000 314,000

8
学校法人帝塚山学園
帝塚山幼稚園 100,000 470,000 570,000

9
学校法人東大寺学園
東大寺学園幼稚園 50,000 156,000 206,000

10
学校法人奈良育英学園
奈良育英幼稚園 40,000 288,000 328,000

11
学校法人奈良学園
奈良学園幼稚園 100,000 240,000 340,000

12
学校法人奈良カトリック学園
奈良カトリック幼稚園 50,000 180,000 230,000

13
学校法人佐保会学園
奈良佐保短期大学附属生駒幼稚園 40,000 180,000 220,000

14
学校法人奈良大学
奈良大学附属幼稚園 30,000 162,000 192,000

15
学校法人　白藤学園
奈良保育学院附属幼稚園 30,000 ３歳児　288,000

4･5歳児　276,000
３歳児　318,000
4･5歳児　306,000

16
学校法人山城精華学園
光が丘幼稚園 40,000 216,000 256,000

17
学校法人はちす学園
星の光幼稚園 60,000 240,000 300,000

18
学校法人敬愛学園
みかのはら幼稚園 60,000 ３歳児　414,000

4･5歳児　390,000
３歳児　474,000
4･5歳児　450,000

■ 平成２４年度私立幼稚園就園奨励費補助金申請園の入園料・保育料



■ 事業仕分け資料一覧 

 

 

 

１ 公用車管理事業 

 

 

・事業仕分け説明資料［公用車管理事業］ 

・実施計画調査票兼事務事業評価調査票［公用車管理事業］ 

 

 

 

  資料１－① 木津川市の公用車の状況 

  資料１－② 公用車の配置状況 

  資料１－③ 平成２５年度公用車関係当初予算内訳 

  資料１－④ 公用車写真 

  資料１－⑤ 木津川市公用車管理規程 

  資料１－⑥ 木津川市市有バスの管理及び運行に関する規程 

  資料１－⑦ 木津川市市有バス使用に関する取扱要領 

 

事業 
仕分 



事業仕分け説明資料 

項 目 名 公用車管理事業 １ 

担当部局 総務部 総務課 

 

① 何の／誰のために、どのようなことをしていますか？ 

 

市民ニーズをはじめとする様々な公務上の必要性に迅速・柔軟に対応するため、公

用車を所有しています。 

この公用車が、常に安全で適正に運行されるように、日常点検・修繕等を行うとと

もに、事故発生時の対応等の管理を行っています。 

 

併せて、効率的な管理によって、公用車の必要台数を見直し管理等経費の削減に繋

げるため、庁内委員会である「公用車適正化委員会」を開催しています。 

② 私たちの税金をどれだけ使っていますか？ 

 

 

※[A]:事業に使った費用 、[B]:[A]＋職員人件費 、[C]:[B]－（補助金、利用者負担などの収入） 

※金額は、総務課が管理する公用車４３台と市有バス３台に係るもの。 

H24 

年度 

実績 

A 

B 

C 

25,753千円 

30,958千円 

30,958千円 

 

 

H24 決算の主な項目 （千円） 

市有バス運行業務委託料 

燃料費 

自動車購入費（５台） 

修繕料 

自動車損害保険料 

自動車重量税 

9,902 

4,052 

3,789 

3,592 

3,471 

492 

市民 

一人 

当り 

A 

B 

C 

357 円 

429 円 

429 円 

 

 

③ 合併後に、どのような見直しを行いましたか？ 

 
・公用車管理の適正化を進めるため、平成２２年度に「公用車の適正台数・更新の

方針」を決定するとともに、各年度で計画を策定して、通常公用車の台数を合併

時の124台から平成２４年度末で91台まで削減しました。 

・平成２４年に、「市有バスの管理及び運行に関する規程」を制定して、使用用途

の適正化を行い、市有バスを５台から３台に削減しました。 

④ どのような改善策が考えられますか？また、どのような課題がありますか？ 

 
・公用車の台数については、これまで一定の削減を行ってきましたが、公務を円滑

に進めていく上で、これ以上の削減が厳しい状況にあります。 

・公用車の管理方法については、過去に集中管理を導入しましたが、予約後の実際

の使用が適正にされていなかったこともあり、現在は各課に必要性に応じた一定

数の車両を割り当てる方式をとっています。 

・経過年数が１５年を超える車両が多く、修繕料等も高くなっているため、車両入

れ替えを進めていかなければならないと考えています。 

・市有バスについては、使用用途の適正化の結果、運行回数が減少しましたが、車

両の老朽化が進んでおり、今後のあり方について検討していく必要があります。 

※ 役所の専門用語などをなるべく使わず、わかり易い表現を心がけて作成しています。



 

 

 

 

⑤ 具体的な仕事の内容はどのようなものですか？ 

・市有バス運行業務委託に係る予約受付、運行申請 

・公用車の保険申請及び事故処理 

・公用車の車検及び修繕に係る事務 

・公用車適正化委員会の開催 

⑥ 費用は主にどのようなことに使っていますか？ 

  費用を支払う相手方と、その選び方はどうなっていますか？ 
 

具体的な費用・支払内容（金額） 相手方 選び方※ 

市有バス運行業務委託 

燃料費 

公用車購入 

 

株式会社 ウイング 

高橋商事株式会社  

随意契約 

随意契約 

指名競争入札 

※ ① 一般競争入札 ： 広く業者を募って、入札によって相手方を選ぶ方法 

  ② 指名競争入札 ： 市が指定した業者の中から、入札によって相手方を選ぶ方法 

  ③ 随 意 契 約 ： 金額が高くない場合・特別な事情がある場合に、入札によらず相手方を選ぶ方法 

⑦ 他の自治体の状況はどうですか？ 

（平成 24年度） 

京田辺市 
市有バス 3 台 運行回数２４４回 

公用車台数６８台（消防・水道等除く） 

城陽市 
市有バス２台 運行回数３８９回 

公用車台数５６台（消防・水道等除く） 

精華町 
町有バス２台 運行回数３２６日  

公用車台数５４台（消防・水道等除く） 

木津川市 
市有バス 3 台 運行回数５１９回 

公用車台数７０台（消防・水道等除く）（水道等２１台） 

  

 

内部事務について 

事業 
仕分 



２５
（様式 １）

（1）Face【基本事項】
作成年月日

所管
評価責任者

7 3 4 5 記入者（係）

（氏名）
開始年度

（2）Plan【計画】

（3）Do【実施】
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 総事業費 備考

34,086 30,413 28,593 28,000 28,000

34,680 25,753

33,580 25,753 28,593 28,000 28,000 0

1,100

0.70 0.65 0.65 0.65 0.65

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5,649 5,205 5,272 5,272 5,272

40,329 30,958 33,865 33,272 33,272

実施計画調査票　兼　事務事業評価調査票

プ
ロ
フ
ィ
ー

ル

年度 平成25年度
事業名 公用車管理事業 総務課
予算科目、事業コード 1-2-1-5,93 井上総務課長
基本計画での位置付け 庶務係
主な取り組み 財産の適正管理と施設の有効利用 杉本　新太郎
主な事業等 － 平成１８年度

事
業
の
概
要

目
的

対象（何を、誰に） 公用車及び職員

目的（どのような状態
にしたいのか）

公用車の必要台数を見直し、管理等経費を削減していくとともに、効率的で適正な管理を目
指す。（市有バスを含む。）

全体事業の概要
（どれだけ、いつまで）

公用車適正化委員会において、公用車に関する諸問題の解決策を検討していく。（市有バス
を含む。）

各
年
度
の
手
段

（
ど
の
年
度
に
ど
れ
だ
け

）

平成25年度 公用車適正化委員会を開催し、公用車の効率的な配置について検討していく。

平成26年度 公用車適正化委員会を開催し、公用車の効率的な配置について検討していく。

平成27年度 公用車適正化委員会を開催し、公用車の効率的な配置について検討していく。

実施方法
(誰が、どのように)

（委託先又は指定管理者：）

（補助先及び実施主体：　　）

（貸付先：　　）

コ
ス
ト

予算額（千円）

決算額（千円）

一般財源

国庫・府補助

その他特定財源

地方債

従事職員数
正職員

臨職等

人件費

事業費合計（千円）

特定財源の詳細（H24) 名称 補助率(負担割合) 補助額等

内
訳

国庫補助

府補助

その他特定財源

平成24年度

事業費内訳

細事業 事業量 事業費

バス運行業務委託費 9,902

燃料代 4,052

修繕料 3,592

自動車損害保険料 3,471

実施結果

（24年度実績、

どうなったのか）

通常公用車台数　　平成２４年度当初（１０４台）　　年度末（９１台）　　削減台数（１３台）
公用車適正化計画目標台数　８７台（Ｈ２５年度末）

市有バス3台
　市有バス運行状況　５１９回（２１０回【４ｈ未満】・１９９回【４ｈ～８ｈ未満】・１１０回【８ｈ以上】

直接実施

委託業務又は指定管理

補助金（直接・間接）

貸付

直接実施

委託業務又は指定管理

補助金（直接・間接）

貸付

直接実施

委託業務又は指定管理

補助金（直接・間接）

貸付

直接実施

委託業務又は指定管理

補助金（直接・間接）

貸付



２５
（様式 １）

（4）Check【検証】
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 最終目標 推移

達成度 効率性 成果

－ 2 －

目的・対象・
手段の妥当性

緊急性・
必要性

－ －

（5）Action【改善】

（6）Reference【参考】

評
価
指
標

活
　
動

通常公用車台数
104 91 87 87 87

単位　：　台

コ
ス
ト

事業費合計／通常公用
車台数 388 340 389 382

単位　：　千円

成
　
果

総
合
評
価

3：高い（良くなった）

2：普通（変わらない）

1：低い（好ましくない）

実
施
事
業
評
価

継
続
性
評
価

382

改革プラン
公用車の適正な台数に至るまで段階的に減車していく。また、買替えの際には環境基準に
適合した車を選択することする。

参
考

比較参考値
(他自治体での類
似事業の例など）

【城陽市】
市有バス　2台（中型1台・マイクロ1台）　H24年度運行回数 389回

【京田辺市】
市有バス　3台（マイクロ3台）　H24年度運行回数　244回

特記事項
（根拠法令・事業の沿
革など）

根拠法令；木津川市公用車管理規程、木津川市市有バスの管理及び運行に関する規程

改
善
・
改
革

今後の方向性
 

方向性の理由
公用車は、市の有用な財産ではあるものの台数に応じて維持管理経費を要する。公用車の
台数を見直し、コスト削減を目指す。
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終了 縮小等による見直し 充実効率化等による見直し 継続



■ 木津川市の公用車の状況（平成24年度実績）

● 公用車の区分と保有台数

台数

91

68

● 通常公用車 経過年数別集計

通常公用
車台数

％

～ 5年未満 15 16.5%

5年以上 ～ 10年未満 16 17.6%

10年以上 ～ 15年未満 37 40.7%

15年以上 ～ 20年未満 23 25.2%

20年以上 ～ 0 0.0%

91 100.0%

● 通常公用車 稼働率別集計

台数 ％

～ 20％未満 11 12.1%

20％以上 ～ 40％未満 27 29.7%

40％以上 ～ 60％未満 41 45.1%

60％以上 ～ 12 13.1%

91 100.0%

● 通常公用車 年間使用距離別集計

台数 ％

～ 2,000km未満 12 13.2%

2,000km以上 ～ 4,000km未満 16 17.6%

4,000km以上 ～ 6,000km未満 25 27.5%

6,000km以上 ～ 8,000km未満 21 23.1%

8,000km以上 ～ 10,000km未満 9 9.9%

10,000km以上 ～ 8 8.7%

91 100.0%合計

通常公用車

特殊公用車

備考

本庁、上下水道部、各支所等で通常使用する公用車

市長車、議長車、市有バス、消防関係車両、給食配送車、水道緊
急作業車

年間使用距離

稼働率

合計

合計

経過年数

※ 稼働率は、１日を４使用区分（午前：前・後半／午後：前・後半）に
分け、実際に使用した区分の割合を算定。（例：午前：前半、午後：
前半の使用＝当該日の稼働率50%）

~20%

~40% 
~60% 

60%~

~2000
km

~4000
km

~6000
km

~8000
km

~10000

km

10000
km~ 

~5年

~10年

~15年

~20年

資料１－①



■ 公用車の配置状況

本庁 出先機関 合計 本庁 出先機関 合計 本庁 出先機関 合計

24年度末 42 47 89 46 45 91 4 ▲ 2 2

25年度末 36 37 73 45 42 87 9 5 14

● 平成２５年度通常公用車全体計画

普通乗用 小型乗用 小型貨物 軽乗用 軽貨物 軽トラ 特殊自動車 合計 普通乗用 小型乗用 小型貨物 軽乗用 軽貨物 軽トラ 特殊自動車 合計
人 事 秘 書 課 1 1 1 1
学 研 企 画 課 1 1 1 1
総 務 課 1 2 3 1 2 3
ス ト ッ ク 分 1 1 2 1 1 2
税 務 課 1 1 2 1 1 ▲ 1
収 納 課 1 1 1 1
市 民 年 金 課 西 部 出 張 所 1 1 1 1

本 庁 0 0
木 津 人 権 セ ン タ ー 1 1 1 1
加 茂 人 権 セ ン タ ー 1 1 1 1
女 性 セ ン タ ー 1 1 1 1
本 庁 1 1 2 1 1 2
リサイクル研修ステーション 1 1 1 1

観 光 商 工 課 1 1 1 1
社 会 福 祉 課 3 3 3 3
国 保 医 療 課 1 1 1 1

本 庁 1 5 6 1 5 6
包括支援センター加茂 3 3 3 3
包括支援センター山城 2 2 2 2
本 庁 1 1 1 1
小 谷 児 童 館 1 1 1 1
や ま し ろ 保 育 園 1 1 1 1
本 庁 1 1 2 4 1 1 2 4
山 城 保 健 セ ン タ ー 0 0

建 設 課 1 1 1 3 1 1 1 3
管 理 課 1 1 2 1 5 1 2 2 5
木津駅前整備事務所 1 1 1 1
農 政 課 2 1 3 2 1 3
下 水 道 課 1 2 2 5 1 2 2 5
水 道 業 務 課 2 2 1 5 1 1 2 4 ▲ 1
水 道 工 務 課 1 3 3 4 11 1 3 2 4 10 ▲ 1
加 茂 支 所 2 2 1 1 ▲ 1
山 城 支 所 1 1 2 1 1 ▲ 1

本 庁 2 2 4 2 2 4
木津学校給食センター 1 1 1 1
加茂学校給食センター 1 1 1 1
山城学校給食センター

※
0 1 1 1

本 庁 2 1 3 2 1 3
中 央 体 育 館 1 1 2 1 1 2
南加茂台公民館・保育園 1 1 1 1
中 央 図 書 館 1 1 1 1
山 城 図 書 館 1 1 1 1
本 庁 1 7 2 6 22 6 2 46 1 7 2 6 21 6 2 45 ▲ 1
出 先 機 関 1 5 2 10 21 2 4 45 1 4 3 9 18 2 5 42 ▲ 3

合 計 2 12 4 16 43 8 6 91 2 11 5 15 39 8 7 87 ▲ 4

小 計

当初目標値 実績・見込み 差引

平成22年度に策定した「公用車の適正台数・更新の方針」の推進のため、毎年度、公用車適正化委員会で公用車の
適正化に向けた計画を策定しています。

人 権 推 進 課

ま ち 美 化 推 進 課

高 齢 介 護 課

子 育 て 支 援 課

健 康 推 進 課

学 校 教 育 課

所　　　属 出先機関
24年度末 25年度末（見込み）

● 公用車の適正台数・更新の方針の進捗状況

社 会 教 育 課

増減

● 公用車の適正化に向けた年度計画について

資
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■ 平成25年度公用車関係当初予算内訳

節 細節 細々節 公用車 新規購入車 市有バス その他 合計 当初予算額
前年度

当初予算額
前年度比 備　　　　　　　考 増減理由

7,236,253 900,000 28,350 8,164,603 8,166,000 8,081,000 85,000

消耗品費 消耗品費 28,350 28,350 29,000 29,000
公用車用キーボックス
31,500円×0.9＝28,350円

・前年度予算なしのため

燃料費 燃料費 4,756,253 4,756,253 4,757,000 4,751,000 6,000
ガソリン代
7,100㎞÷9.5km×(43台）×148円・L＝4,756,253円
1台あたりの平均走行距離÷燃費×台数×単価

・総務課支払いの公用車台数の増のため
・燃料費単価値上がりのため
　ガソリン代　　H23　147円/ℓ　⇒148円/ℓ

修繕料 修繕料 2,480,000 900,000 3,380,000 3,380,000 3,330,000 50,000

【一般修繕料】
公用車車検有　20,000円×19台＝380,000円
公用車車検無　35,000円×22台＝770,000円
市有バス　100,000円×3台＝300,000円
【車検時修繕料】
公用車　　70,000円×19台＝1,330,000円
市有バス　200,000円×3台＝600,000円

・１２ケ月法定点検実施のため

3,478,950 166,290 92,520 2,250 3,740,010 3,742,000 4,270,000 ▲ 528,000

353,000 37,620 51,000 2,250 443,870 445,000 569,000 ▲ 124,000

車検手数料 323,000 51,000 374,000 374,000 442,000 ▲ 68,000
公用車　　17,000円×19台＝323,000円
市有バス　17,000円×3台＝51,000円

・車検台数の減

リサイクル手数
料

30,000 30,000 30,000 50,000 ▲ 20,000 新規購入　10,000円×3台＝30,000円 ・新車購入台数の減

運転記録証明
書交付手数料

1,890 1,890 2,000 3,000 ▲ 1,000 証明書交付手数料　630円×3人=1,890円
・加茂支所設置基準から外れ、人数減（4人⇒3
人）

廃車手数料 30,000 30,000 30,000 60,000 ▲ 30,000 公用車　10,000円×3台＝30,000円 ・廃車台数の減

口座振込手数
料

360 360 1,000 1,000
運転記録証明書交付手数料に係る振込手数料
120円×3人＝360円

・加茂支所設置基準から外れ、人数減（4人⇒3
人）

自動車登録手
数料

7,620 7,620 8,000 13,000 ▲ 5,000 新規購入　2,540円×3台＝7,620円 ・新車購入台数の減

自動車損
害保険料

自動車損害保
険料

3,125,950 128,670 41,520 3,296,140 3,297,000 3,701,000 ▲ 404,000

【自賠責保険料】
公用車　19台分　410,810円
市有バス　13,840円×3台＝41,520円
新規購入　22,650円×3台＝67,950円
【自動車共済保険料】
127台分　一般会計分　2,715,140円
新規購入分　19,040円+20,120円+21,560円＝60,720円

・新車購入台数の減及び車検台数の減

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

業務委託料
バス運行業務

委託料 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
＜参考＞
・H24年度4～10月　6,330,586円

4,257,005 4,257,005 4,258,000 5,531,000 ▲ 1,273,000

機械器具費 自動車購入費 4,257,005 4,257,005 4,258,000 5,531,000 ▲ 1,273,000

参考車体：ダイハツ　ハイゼットカーゴ　スペシャルクリーン
【本体・付属品】
・２WD（991,750円＋27,965円）×1台＝1,019,715円
参考車体：ダイハツ　ハイゼットカーゴデッキバン　４ＷＤ
・パトロール車（1,300,000円＋461,790円）×1台＝1,761,790円
参考車体：ダイハツ　ハイゼットトラック　リフトピックダンプ
・４ＷＤ（1,372,000円＋10,500円）×1台＝1,382,500円
・販売諸経費　31,000円×3台＝93,000円

・新規購入台数の減

12,600 12,600 13,000 17,000 ▲ 4,000

負担金
安全運転管理
者講習負担金

12,600 12,600 13,000 17,000 ▲ 4,000 4,200円×3人＝12,600円
・加茂支所設置基準から外れ、人数減（4人⇒3
人）

236,400 22,800 154,700 413,900 414,000 514,000 ▲ 100,000

公課費 自動車重量税 236,400 22,800 154,700 413,900 414,000 514,000 ▲ 100,000
公用車　19台分　236,400円　市有バス　3台分　154,700円
新規購入　3台分　22,800円

・新規購入台数の減及び車検台数の減

28,588,118 28,593,000 30,413,000 ▲ 1,820,000

　［款：総務費　項：総務管理費　目：財産管理費　事業名：公用車管理事業］

・市有バス3台の運行業務委託料　　　　・公用車3台の購入費
・総務課で予算措置を行う、公用車43台、市有バス3台の、燃料費・修繕費・保険料　　等

合　　計

手数料

公課費

需用費

役務費

委託料

備品購入費

負担金、及
び補助金
交付金 資

料
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■ 公用車写真 

○ 各種の公用車を管理しています。 

 

 

○「木津川市」の表示 
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○ 公用車駐車場（全景） 

 

 

 

○ 特殊公用車（消防車両） 

 



 

■ 木津川市公用車管理規程（平成20年木津川市訓令第７号） 

 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、市が有する自動車等（道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第２条に規

定する車両。以下「公用車」という。）の適正かつ効率的な運用と職員の安全運転を推進するた

め、公用車の使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。 

(１) バス 概ね乗車定員が10人以上の自動車であって、その使途をバスとして指定しているも

のをいう。 

(２) 特別車 特定の目的を有する公用車（ただし、前号に規定するものを除く。）であって、

当該目的に係る業務を所管する課等に配した自動車をいう。 

(３) 専用車 前号に規定する以外の公用車であって、各課等に配したものをいう。 

(４) 安全運転管理者 道路交通法（昭和35年法律第105号）第74条の３第１項の規定により選

任した者をいう。 

(５) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の３第４項の規定により選任した者をいう。 

（安全運転管理者） 

第３条 公用車の安全運転を励行するため安全運転管理者を置き、関係法令に規定されている事項

のほか、次の各号に掲げる業務を行う。 

(１) 公用車管理及び運行の総括に関すること。 

(２) 公用車の事故防止対策に関すること。 

(３) 職員の安全運転指導の総括に関すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、公用車の管理及び運行に関して必要な事項 

２ 安全運転管理者を複数選任している場合は、公用車管理業務を所管する部の長が公用車の安全

運転管理を統括するものとする。 

（副安全運転管理者） 

第４条 副安全運転管理者は、前条第１項各号に掲げる安全運転管理者の業務を補助する。 

（管理責任者） 

第５条 公用車の日常的に管理する責任者として管理責任者（以下「管理責任者」という。）を置

き、公用車が配された課等の長をもって充てる。 
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２ 管理責任者は、安全運転管理者の統括のもと、次の各号に掲げる業務を行う。 

(１) 公用車台帳（別記様式第１号）の作成に関すること。 

(２) 公用車の運行計画に関すること。 

(３) 公用車の日常管理・点検等に関すること。 

(４) 公用車の事故発生時の対応等に関すること。 

(５) 公用車の運行に関する職員への日常的な指導等に関すること。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、公用車の日常的な運行及び管理等に関すること。 

（使用の制限） 

第６条 公用車は、公務による場合のほか、使用してはならない。 

２ 公用車を使用する者（以下「使用者」という。）は、次の各号に掲げる事項を明確にし、当該

公用車の管理責任者に申し出てその許可を受けなければならない。 

(１) 使用の目的及び行先 

(２) 使用日時及び使用予定時間 

(３) 使用者の職及び氏名 

３ 使用者は、許可を受けた目的又は行先をみだりに変更してはならない。ただし、やむを得ない

事情により変更を要する場合は、その都度又は事後速やかに管理責任者に連絡しなければならな

い。 

４ 公用車の使用は、原則として勤務時間内とする。ただし、特別の事情のため、休日又は勤務時

間外に使用する必要があるときは、当該公用車の管理責任者の承認を得て使用することができる。 

（修理又は処分） 

第７条 公用車を修理し、又は処分しようとするときは、その管理責任者は、本庁共用車及び専用

車にあっては公用車管理担当部長、支所共用車にあっては支所長と協議して行うものとする。 

（使用者の義務） 

第８条 使用者は、管理責任者の指導のもと、常に公用車の安全な運行に努めなければならない。 

２ 使用者は、公用車運転日誌（別記様式第２号）を携帯し、所要の事項を記載しなければならな

い。 

３ 使用者は、公用車の運行中において支障が生じた場合や不都合を察知した場合は、速やかに当

該公用車の管理責任者にその状況を報告しなければならない。 

４ 前項の規定は、当該公用車使用後について準用する。 

（始業前点検） 



 

第９条 公用車の安全運行を確保するため、毎日１回、当該公用車の使用前に点検を行い、点検整

備簿（毎日点検用）（別記様式第３号）にその結果を記録しなければならない。 

２ 公用車の使用の有無に関わらず、毎週１回、公用車の点検を行い、点検整備簿（毎週点検用）

（別記様式第４号）にその結果を記録しなければならない。 

３ 前２項に規定する点検の結果、不備等を発見した場合は、速やかに当該公用車の管理責任者に

報告しなければならない。 

（事故報告等） 

第10条 使用者は、公用車運転中事故が発生したときは、関係法令等に基づく適切な措置を講じる

ともに、次に掲げる事項を迅速に行わなければならない。 

(１) 相手の氏名、住所、生年月日及び連絡先を確認すること。 

(２) 証人の確保に努めること。 

(３) 事故の軽重に関わらず、事故現場で個人的に示談せず、管理責任者に報告し、指示を求め

ること。 

(４) 事故報告書（別記様式第５号）を作成し、免許証のコピー、事故車両の写真を添付して、

所属長、公用車管理担当課長及び人事担当課長を経由して市長に報告すること。 

（交通事故、違反に対する処置） 

第11条 使用者が故意又は重大な過失により、交通事故及び違反を起こしたときは、市長は、その

者に対し、期間を定めて公用車の運転を禁止することができる。 

（亡失又は損傷） 

第12条 前条に規定する場合のほか、公用車を亡失し、又は損傷したときは、その使用者は、直ち

に当該公用車の管理責任者に申し出なければならない。 

２ 管理責任者は、前項の規定による申し出を受けたときは、書面により公用車管理担当課長を経

由して市長に報告しなければならない。 

３ 第１項の亡失又は損傷が使用者個人の責めに帰すべき事由によるときは、個人の負担において、

これを補てんし、又は修理しなければならない。 

（バスの運行及び管理） 

第13条 第６条から前条までの規定にかかわらず、バスの運行及び管理に関する必要な事項は、別

に定める。 

（補則） 

第14条 この訓令に定めるもののほか、公用車に関する必要な事項は、別に定める。 



 

附 則 

この訓令は、平成20年９月１日から施行する。 

 

別記様式第２号（第８条関係） 

 



■ 木津川市市有バスの管理及び運行に関する規程 

  （平成24年木津川市告示第26号） 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市が所有するバス（以下「市有バス」という。）の使用について必要な事項

を定めるものとする。 

（運行管理及び整備） 

第２条 市有バスの管理責任者は、市有バス管理担当課長をもって充てる。 

２ 市有バスの整備に関し、整備管理責任者を置くこととし、市有バスを常に良好な状態で使用す

ることができるよう整備及び管理しなければならない。 

（点検） 

第３条 市有バス運行の始期及び終期には必ず点検を行い、周到な注意をもって運転しなければな

らない。 

（使用目的） 

第４条 市有バスは、次の各号に掲げる目的に該当する場合に限り使用することができる。 

(１) 市の執行機関及び市議会が公務で使用する場合 

(２) その他市長が公務の遂行上特に必要と認めた場合 

（使用条件） 

第５条 市有バスの使用に当たっては、次の条件を満たさなければならない。 

(１) １日の走行距離が往復300キロメートル以内であること。 

(２) 原則として、宿泊を伴う事業でないこと。 

(３) 市の職員が１名以上添乗すること。 

（使用申請） 

第６条 市有バスの使用を必要とする課等の長（木津川市組織規則（平成19年木津川市規則第４号）

第２条第１項に規定する課、部に属する室及び事務所の長、議会事務局次長、教育部の課長、支

所の課長、上下水道部の課長、出納室長並びに行政委員会の事務局次長をいう。以下同じ。）は、

使用予定日の２週間前までに市有バス使用申請書（別記様式第１号）を市長に提出しなければな

らない。 

（使用の不許可） 

第７条 次の各号に該当すると認めるときは、市有バスを使用することができない。 
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(１) 特定の個人又は団体等の利益に供すると認められるとき。 

(２) 第４条各号に掲げる範囲以外で使用するおそれがあると認められるとき。 

(３) 市有バスの管理上支障があると認められるとき。 

(４) その他市長が不適当と認めるとき。 

（使用の取消し） 

第８条 市長は、次の各号に該当すると認めるときは、市有バスの使用を取消すことができる。 

(１) 使用申請に偽りがあると認めるとき。 

(２) 第10条に規定する遵守事項に違反し、又は運転手等の指示に従わないとき。 

(３) 申請した使用目的以外の目的に使用すると認めるとき。 

(４) 市において緊急の用務が生じたとき。 

(５) その他市長が不適当と認めたとき。 

（運行休止日） 

第９条 市有バスは、次の各号に掲げる期間の運行を休止する。ただし、市長が特に認めた場合は

この限りでない。 

(１) 12月29日から翌年１月３日までの期間 

(２) 市有バスの車両整備等を実施する期間 

（遵守事項） 

第10条 市有バスに搭乗する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 申請した運行経路以外の運行を強要しないこと。 

(２) 危険物又は市有バスの故障若しくは汚損の原因となるような物品等を持ち込まないこと。 

(３) 常に車内の清潔保持に努めること。 

(４) 車内では、常に品位を保つこと。 

(５) 運行中は、運転手の指示に従うこと。 

(６) 車内で飲酒しないこと。 

（損傷の報告） 

第11条 市有バス及び付属備品を破損し、又は汚損し、若しくは滅失した者は、直ちに当該使用申

請をした課等の長に報告しなければならない。 

２ 前項の規定による申し出を受けた課等の長は、書面により市有バス管理担当課長を経由して市

長に報告しなければならない。 

３ 第１項の損傷が個人の責めに帰すべき事由によるときは、個人の負担においてこれを補てんし、



又は修理しなければならない。 

（使用の実績報告） 

第12条 市有バスの使用申請をした課等の長は、使用終了後１週間以内に市有バス使用実績報告書

（別記様式第２号）を市長に提出しなければならない。 

（補則） 

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

別記様式第１号（第６条関係） 

別記様式第２号（第12条関係） 



■ 木津川市市有バス使用に関する取扱要領 

  （平成24年木津川市告示第27号） 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、木津川市市有バスの管理及び運行に関する規程（平成24年木津川市告示第26

号。以下「規程」という。）の施行に関し必要な事項について定めるものとする。 

（使用の範囲等） 

第２条 規程第４条第２号の適用を受けて市有バスを使用できる範囲は、次の各号に掲げる場合と

する。 

(１) 市の執行機関及び市議会（以下「市の執行機関」という。）が行うべき事業を市の機関以

外の団体等に委託している場合において、当該団体等が当該事業を実施する目的で必要とする

とき。 

(２) 市の機関以外の団体等が実施する事業が市の事業の推進に直結し、当該事業を実施する目

的で必要とするとき。 

(３) 市の機関以外の団体等が市の代表となる活動を実施する目的で必要とするとき。 

(４) 市立小学校及び中学校の授業時間内において当該授業を実施する目的で必要とするとき。 

(５) 市立小学校及び中学校において授業時間外に実施されるクラブ活動又は部活動において

公式大会に参加する目的で必要とするとき。 

（使用の申請） 

第３条 前条各号に掲げる事項に該当し市有バスを使用する場合については、関係する課等の長

（木津川市組織規則（平成19年木津川市規則第４号）第２条第１項に規定する課、部に属する室

及び事務所の長、議会事務局次長、教育部の課長、支所の課長、上下水道部の課長、出納室長並

びに行政委員会の事務局次長をいう。以下同じ。）が当該団体等の性格及び市有バス使用の目的

等から判断し、適当と認めた場合のみ当該課等の長の名をもって規程第６条の規定により申請す

るものとする。 

（使用の予約） 

第４条 市有バスの使用にあたっては、事前に使用予約を行わなければならない。 

２ 各課等において年間を通した市有バスの使用計画を有するときは、当該課等の長は、市有バス

年間利用計画書を市有バス管理担当課長に提出するものとする。 

３ 前項に規定する場合以外において市有バスを使用するときは、市の機関が使用する場合におい
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ては使用予定日の２か月前から、市立小学校及び中学校並びに団体等が使用する場合においては

使用予定日の１か月前から使用予約を受け付けるものとする。 

（使用における留意事項） 

第５条 市有バスの１日の使用は原則として、１の課等又は１の団体等につき１台とする。ただし、

当該使用日において他に使用予定がない場合であって市有バスを複数台使用することが必要と

認められる場合はこの限りでない。 

２ 使用にあたっては、乗車定員を厳守しなければならない。 

３ 課等の長は、市有バスを使用する際は、当日の責任者（規程第５条第３号に規定する市の職員

に限る。ただし、第２条第１号の適用を受けて市有バスを使用する場合については、委託先の職

員をもって責任者に充てることができる。）を明確にしなければならない。 

４ 前項に規定する責任者は、市有バスの安全な運行に協力するとともに、事故その他不測の事態

が発生した場合は、速やかに適切な処置を講じなければならない。 

５ 規程第６条に規定する市有バス使用申請書を提出した課等の長は、提出後において使用の中止

又は変更が生じた場合は、速やかに所定の手続きを講じなければならない。 

（使用の停止） 

第６条 次に掲げる行為があった場合は、当該課等の市有バス使用を当分の間停止するものとする。 

(１) 規程第10条各号の規定に違反した場合 

(２) 使用中止時又は変更時等に適切な処置を講じなかった場合 

(３) 実績報告書の提出の求めに応じない場合 

（特別経費） 

第７条 有料道路、有料駐車場その他特別に発生した実費経費については、市有バスを使用する者

が別途予算措置又は経費負担をしなければならない。 

（補則） 

第８条 この告示に定めるほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 



■ 事業仕分け資料一覧 

 

 

 

２ 社会福祉協議会補助事業 

 

 

・事業仕分け説明資料［社会福祉協議会補助事業］ 

・実施計画調査票兼事務事業評価調査票［社会福祉協議会補助事業］ 

 

 

 

  資料２－① 木津川市社会福祉協議会補助金の概要 

  資料２－② 木津川市社会福祉協議会補助金の状況 

  資料２－③ 社会福祉協議会職員組織図 

  資料２－④ 社協ガイドブック 

  資料２－⑤ 木津川市社会福祉協議会補助金の実績報告 

  資料２－⑥ 木津川市社会福祉協議会資金収支計算書（一般会計） 

  資料２－⑦ 木津川市社会福祉協議会資金収支計算書（法人運営事業経理区分） 

  資料２－⑧ 木津川市社会福祉協議会財産目録（一般会計） 

  資料２－⑨ 木津川市社会福祉協議会貸借対照表（一般会計） 

  資料２－⑩ 木津川市社会福祉法人の助成に関する条例 

 

事業 
仕分 



事業仕分け説明資料 

項 目 名 社会福祉協議会補助事業 ２ 

担当部局 保健福祉部 社会福祉課 

 

① 何の／誰のために、どのようなことをしていますか？ 

 
市民誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるようにするため、様々な地域福祉に 

関する事業を行う木津川市社会福祉協議会に、専任職員やボランティアコーディネ

ーターなどの人件費や諸活動の経費を補助しています。 

 

※市町村社会福祉協議会は、地域の福祉活動を推進することを目的とした非営利の

民間団体（社会福祉法人）で、法律（社会福祉法）に基づいて、市町村ごとに組

織されています。 

※木津川市社会福祉協議会では、様々な地域福祉サービスに充てるため、会費制度

をとっていますが、この会費だけでは人件費等をまかなうことができないため、

市が補助を行っています。 

② 私たちの税金をどれだけ使っていますか？ 

 

 

※[A]:事業に使った費用、[B]:[A]＋職員人件費、[C]:[B]－（補助金、利用者負担などの収入） 

H24 

年度 

実績 

A 

B 

C 

67,526 千円 

68,727 千円 

68,727 千円 

 

 

H24 決算の主な項目 （千円） 

社会福祉協議会職員給与補助金 

地域福祉推進事業費補助金 

社会福祉協議会運営補助金（加茂ふれあ

いセンター） 

福祉大会補助金（２年に１回） 

61,613 

2,976 

2,637 

 

300 

市民 

一人 

当り 

A 

B 

C 

936 円 

953 円 

953 円 

 

 

③ 合併後に、どのような見直しを行いましたか？ 

 
・補助金の見直しは、特に行っていません。 

・社会福祉法人の指導監査等の事務が、京都府から市に権限移譲（平成２５年度

～）されたため、今後、各種の指導・監督を行いながら、適正な法人運営と円滑

な社会福祉事業の確保を図っていきます。 

④ どのような改善策が考えられますか？また、どのような課題がありますか？ 

 ・社会福祉協議会についても、社会情勢の変化への対応や官民の役割分担の明確化

など、柔軟な見直しを行う必要があると考えています。そのため、第２次行財政

改革行動計画において、平成２７年度を目標年度として、社会福祉協議会との関

係のあり方を調査・整理し、今後の方向性・改善案を検討していきます。 

・また、これに基づき、委託料・補助金等の適正化、経営改善の支援策などについ

ても協議を行っていきます。 

※ 役所の専門用語などをなるべく使わず、わかり易い表現を心がけて作成しています。



 

 

 

 

⑤ 補助金を出している団体は、どのような団体ですか。 

・木津川市社会福祉協議会は、平成１９年３月１２日に、木津町、加茂町、山城町の３町の

社会福祉協議会が合併して設立されました。 

・社会福祉協議会は、市の関係機関と連携をとりながら、「住民主体」「地域福祉の向上」

をモットーに、地域に根差した福祉を推進しており、高齢者の訪問事業、ボランティアの

養成や活動支援、配食サービス、福祉有償運送などの様々な地域福祉サービスや、介護保

険サービスを実施しています。 

・事業所は市内４カ所あり、平成２４年度に本補助金の対象となった職員数（嘱託・臨時含

む）は１８名、一般会員は９,094世帯となっています。 

⑥ どのような活動／事業に補助金を出していますか。 

  団体の補助金の使い方はどのようになっていますか。 

・社会福祉協議会職員給与補助金 

⇒事務局職員の人件費等（嘱託・臨時職員含む） 

・地域福祉推進事業費補助金 

⇒ふれあいサロン、こども夏祭り、高齢者交流会、ふれあいひろば等の地域福祉活動経費 

・社会福祉協議会運営補助金（加茂ふれあいセンター） 

⇒登録サロンやボランティアサークルが利用する施設の管理運営経費 

・福祉大会補助金 ⇒ 隔年開催している福祉大会の運営経費 
 

団体の H24 決算の主な項目（補助金の対象となっているもの） 金額（千円） 

本給・非常勤職員給与（常勤１４、非常勤４） 

諸手当（管理職・扶養・地域・住居・通勤・時間外・資格・期末・勤勉） 

法定福利費（社会保険料・労働保険料） 

退職積立金 

38,848 

14,107 

8,022 

2,813 

⑦ 補助金の額は、どのように決めていますか？ 

  この５年間の補助金の額はどのようになっていますか。 

毎年、社会福祉協議会から次年度の事業計画、人件費の資料等の提出を受け、協議を行なっ

た上で、補助金額を決定しています。 

 H21 H22 H23 H24 H25（予算） 

金額（千円） 66,384 66,514 64,948 67,526 65,726 

 

⑧ 他の自治体の状況はどうですか？  

※平成２４年度実績。職員数は補助金の対象となる数であり、実数ではありません。 

京田辺市 事務局職員１１名（正職１０名、嘱託等１名） 補助額：68,241,499 円 

城陽市 事務局職員１０名（正職 ６名、嘱託等４名） 補助額：46,999,497 円 

京丹後市 事務局職員１８名（正職１５名、嘱託等３名） 補助額：71,956,000 円 

南丹市 事務局職員１７名（正職１０名、嘱託等７名） 補助額：60,015,000 円 

 

 

補助金について 

事業 
仕分 



２５
（様式 １）

（1）Face【基本事項】
作成年月日

所管
評価責任者

3 2 3 1 記入者（係）

（氏名）
開始年度

（2）Plan【計画】

（3）Do【実施】
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 総事業費 備考

66,717 69,691 65,726 65,700 65,700

64,948 67,526

64,948 67,526 65,726 65,700 65,700

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1,211 1,201 1,217 1,217 1,217

66,159 68,727 66,943 66,917 66,917

実施計画調査票　兼　事務事業評価調査票

プ
ロ
フ
ィ
ー

ル

年度 平成25年度 平成25年9月5日
事業名 社会福祉協議会補助事業 社会福祉課
予算科目、事業コード 1-3-1-1   609 尾﨑課長
基本計画での位置付け 福祉総務係
主な取り組み 地域福祉の充実 吉岡　亨
主な事業等 平成１８年度

事
業
の
概
要

目
的

対象（何を、誰に） 社会福祉協議会職員給与、加茂ふれあいセンター管理運営、地域福祉推進事業

目的（どのような状態
にしたいのか）

社会福祉協議会の健全な運営

全体事業の概要
（どれだけ、いつまで）

職員給与の助成。きめ細かい地域福祉の事業を補助。加茂ふれあいセンターの管理運営。

各
年
度
の
手
段

（
ど
の
年
度
に
ど
れ
だ
け

）

平成25年度
職員給与（正職　８名・嘱託　４名・役員　４名・その他臨時職員）、地域福祉に関する事業補助（福祉大
会、ボランティア活動、一人暮らし高齢者・高齢者を励ます会等）、加茂ふれあいセンターの管理運営。

平成26年度 同上

平成27年度 同上

実施方法
(誰が、どのように)

（委託先又は指定管理者：　　）

（補助先及び実施主体：木津川市社会福祉協議会）

（貸付先：　　）

コ
ス
ト

予算額（千円）

決算額（千円）

一般財源

国庫・府補助

その他特定財源

地方債

従事職員数
正職員

臨職等

人件費

事業費合計（千円）

特定財源の詳細（H24) 名称 補助率(負担割合) 補助額等

内
訳

国庫補助

府補助

その他特定財源

平成24年度

事業費内訳

細事業 事業量 事業費

社会福祉協議会職員給与 61,613千円

地域福祉推進事業費 2,976千円

社会福祉協議会運営費 2,637千円

福祉大会 300千円

実施結果

（24年度実績、

どうなったのか）

様々な地域福祉に関する事業を行う木津川市社会福祉協議会に専任職員
やボランティアコーディネーターなどの人件費や諸活動の経費を補助し、地
域福祉の増進を図った。
ボランティア登録者数1,461人

直接実施

委託業務又は指定管理

補助金（直接・間接）

貸付

直接実施

委託業務又は指定管理

補助金（直接・間接）

貸付

直接実施

委託業務又は指定管理

補助金（直接・間接）

貸付

直接実施

委託業務又は指定管理

補助金（直接・間接）

貸付



２５
（様式 １）

（4）Check【検証】
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 最終目標 推移

達成度 効率性 成果

2 2 2

目的・対象・
手段の妥当性

緊急性・
必要性

2 2

（5）Action【改善】

（6）Reference【参考】

評
価
指
標

活
　
動

社会福祉協議会会員数
（一般、賛助、団体・施
設） 9,798 9,295 9,350 9,400 9,450

単位：人

コ
ス
ト

事業費合計/社会福祉協
議会会員数 6,752 7,394 7,160 7,119

単位：円

成
　
果

ボランティア登録者数
1,436 1,461 1,500 1,550

総
合
評
価

3：高い（良くなった）

2：普通（変わらない）

1：低い（好ましくない）

実
施
事
業
評
価

継
続
性
評
価

7,081

改革プラン
委託料・補助金等の適正化、経営改善の支援策などについて協議をおこ
なっていきます。

1,600

単位：人

参
考

比較参考値
(他自治体での類
似事業の例など）

京田辺市　職員１１名（正職１０名、嘱託等１名）　補助額　68,241,499円
城陽市　　 職員１０名（正職　６名、嘱託等４名）　補助額　46,999,497円
京丹後市　職員１８名（正職１５名、嘱託等３名）　補助額　71,956,000円
南丹市　　 職員１７名（正職１０名、嘱託等７名）　補助額　60,015,000円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
木津川市　職員１８名（正職１０名、嘱託等８名）　補助額　67,526,000円
※Ｈ24実績　職員数は補助金の対象数であり、任用数でない。

特記事項
（根拠法令・事業の沿
革など）

根拠法令；社会福祉法、木津川市社会福祉法人の助成に関する条例

改
善
・
改
革

今後の方向性 平成２５年度～２７年度までの行財政改革行動計画として、社会福祉協議
会とのあり方を調査、整理し、今後の方向性・改善を検討していきます。

方向性の理由
時代の変化とともに、その役割や存在意義なども変化し、社会情勢への対
応や官民の役割分担の明確化など、柔軟な見直しを行う必要がある為。

0

1

2

3
達成度

効率性

成果

目的・対象・

手段の妥当

性

緊急性・

必要性

評価結果

終了 縮小等による見直し 充実効率化等による見直し 継続



■ 木津川市社会福祉協議会補助金の概要 

 

 

 

○木津川市社会福祉協議会職員給与補助金 （Ｈ２４年度：６１，６１３千円） 

木津川市内の地域福祉の推進を目的とする事業を、企画・実施していく職員の人件費等

を補助しています。 

職員の給与は、木津川市社会福祉協議会給与規程に基づくものであり、昇給の号級数は

木津川市職員の給与に関する条例第４条第５・第６項に準じています。 

 

 

○地域福祉推進事業費補助金 （Ｈ２４年度：２，９７６千円） 

地域のつながりをつくり安心して住めるまちを目指して、社会福祉協議会が行う次のよ

うな活動・事業にかかる経費を補助しています。 

＜実施内容＞ 

ふれあいサロン活動支援（サロン数：高齢者５２、子育て２０、障害者６、広域２） 

高齢者交流会（H２４年度 ２９回開催） 

おもちゃの図書館、こども夏祭り、ふれあいひろば 

 

 

○木津川市社会福祉協議会運営補助金 （Ｈ２４年度：２，６３７千円） 

木津川市在住の高齢者、障害児者、子育て世帯のサロン活動やボランティアサークルの

活動拠点である加茂ふれあいセンターの清掃、各種設備点検、維持管理、防火管理等の

管理運営費を補助しています。 

 

 

○福祉大会補助金 （Ｈ２４年度：３００千円） 

福祉分野に長年従事された功労者や功績顕著なボランティア功労者を表彰するとともに、

福祉関係者の連携及び知識を深める場として、隔年開催する福祉大会の開催経費を補助

しています。 

資料２－① 



■ 木津川市社会福祉協議会補助金の状況 

 

 

１．木津川市社会福祉協議会への補助金 

 H21 (実績) H22 (実績) H23 (実績) H24 (実績) H25 (予算) 

社会福祉協議

会職員給与補

助金 

60,913,000 60,565,000 59,299,000 61,613,000 60,113,000 

地域福祉推進

事業費補助金 
3,012,000 3,012,000 3,012,000 2,976,000 2,976,000 

社会福祉協議

会運営補助金 
2,458,548 2,637,000 2,637,000 2,637,000 2,637,000 

福祉大会補助

金（隔年） 
 300,000  300,000  

合  計 66,383,548 66,514,000 64,948,000 67,526,000 65,726,000 

 

 

 

２．木津川市社会福祉協議会の補助金対象職員数                   

 H21 H22 H23 H24 H25 

職  員 ９ ９ ９ １０ ９ 

嘱託職員 ４ ４ ５ ４ ４ 

臨時職員 ３ ３ １ ４ ３ 

合  計 １６ １６ １５ １８ １６ 

 

資料２－② 



 

３．他市の社会福祉協議会との比較              （平成２４度実績） 

 
人口 

(人) 

一般会員数  

(世帯) 

市補助金 

（H24 年度決算） 

職員数

(人) 

一般会費 

（円／年）    

京田辺市 65,403 9,436 68,241,499 １１ 
500 以上

1,000 未満 

城陽市 79,370 15,774 46,999,497 １０ 500 

京丹後市 59,633 14,665 71,956,000 １８ 1,000 

南丹市 33,987 13,026 60,015,000 １７ 1,000 

木津川市 72,114 9,094 67,526,000 １８ 1,000 

    

※ 人口・会員数は平成２５年４月１日現在 

※ 職員数は補助金の対象となる数であり、実数ではありません。 

 



給与補助金の対象
役員×４　職員×１６

※

（H25.4現在）

■ 社会福祉協議会職員組織図

部長
ボランティア

センター

老人クラブ
連合会担当

介護保険
事業所担当

正職×１
臨職×１

臨職×１

嘱託×２

係長 主事
正職×１ 嘱託×１

運転手×５

本　所
事務局長事務心得 次長（課長を兼務）

地域福祉・
在宅福祉課

会長 副会長 副会長 副会長

総務課

正職×１

係長
正職×１

相談員
臨職×１

正職×１ 嘱託×１

課長（係長兼務）

正職×１ 正職×１

主任 主事
総務係

正職×１３
嘱託×　３
臨職×７４

課長（次長が兼務）

係長（課長が兼務）

係長 主事

（元気デイ担当）

主事
正職×１、臨職×１

地域
福祉
係

木津
支所

加茂
支所

山城
支所

担当
嘱託×１　臨職×６

正職×１

在宅福祉係

資
料

２
－

③



■ 社協ガイドブック（木津川市社会福祉協議会） 

  

資料２－④ 



  



  



  



  



 

  



  



  



 

  



  



 

  



 



■ 木津川市社会福祉協議会補助金の実績報告（抜粋） 
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法　人　名：木津川市社会福祉協議会
会計合算名：一般会計

　　　科　　　目 予算 決算 差異 備考
経　常　活　動　に　よ　る　収　支                                  

経 常 活 動 に よ る 収 支（ 収 入 ）                               
会　　　費　　　収　　　入              10,369,000 10,390,000 ▲ 21,000
  普 通 会 費 収 入                     9,496,000 9,094,000 402,000
  賛 助 会 費 収 入                     635,000 1,047,000 ▲ 412,000
  団体施設会 費 収 入                     8,000 8,000 0
　住 民 参 加 型 会 費                  230,000 241,000 ▲ 11,000
寄　　　附　　　金　　　収　　　入      826,000 420,350 405,650
  一 般 寄 付 金 収 入                  816,000 420,350 395,650
　寄 付 金 収 入（介護）                10,000 0 10,000
分　　　担　　　金　　　収　　　入      0 0 0
補　　　助　　　金　　　収　　　入      72,217,000 72,417,152 ▲ 200,152
　市 補 助 金 収 入                     70,425,000 70,425,000 0
  府 社 協 補 助 金 収 入               1,629,000 1,667,152 ▲ 38,152
  府 補 助 金 収 入               163,000 285,000 ▲ 122,000
  市町村社協連合会補助金収入            0 40,000 ▲ 40,000
助　　　成　　　金　　　収　　　入      60,000 120,258 ▲ 60,258
  助 成 金 収 入                        60,000 120,258 ▲ 60,258
受　　　託　　　金　　　収　　　入      35,407,000 36,463,900 ▲ 1,056,900
  市 受 託 金 収 入                     30,122,000 31,124,900 ▲ 1,002,900
  府 社 協 受 託 金 収 入               5,285,000 5,339,000 ▲ 54,000
    生活福祉資金貸付事務受託金収入      2,539,000 2,539,000 0
　　市町村社協生活福祉資金運動推進事務費 381,000 381,000 0
　　福祉サービス利用援助事業受託金収入  2,365,000 2,419,000 ▲ 54,000
事　　　業　　　収　　　入              5,990,000 5,678,260 311,740
  参 加 費 収 入                        778,000 783,400 ▲ 5,400
  広 告 料 収 入                        0 0 0
　利　用　料　収　入                    4,720,000 4,457,750 262,250
　その他の事業収入                   492,000 437,110 54,890
貸　 付　 事　 業　 等　 収　 入        2,700,000 3,006,500 ▲ 306,500
  償 還 金 収 入                        2,700,000 3,006,500 ▲ 306,500
共　同　募　金　配　分　金　収　入      9,463,000 9,463,569 ▲ 569
  共 同 募 金 配 分 金 収 入            2,925,000 2,925,382 ▲ 382
  歳 末 た す け あ い 募 金 収 入      6,538,000 6,538,187 ▲ 187
負　　　担　　　金　　　収　　　入      6,430,000 5,811,750 618,250
  負 担 金 収 入                        6,430,000 5,811,750 618,250
 　負担金収入                            500,000 690,250 ▲ 190,250
 　給食サービス利用者負担金収入          4,170,000 3,644,400 525,600
 　ボランティア保険負担金収入            110,000 107,600 2,400
 　介護者交流事業負担金収入              0 0 0
　 後期高齢者激励会負担金収入 0 0 0
　 生きがい大学負担金収入 1,650,000 1,369,500 280,500
バ   ザ   ー   事   業   収   入        0 0 0
介    護    保    険    収    入        143,090,000 139,797,959 3,292,041
  居 宅 介 護 料 収 入                  118,250,000 121,086,341 ▲ 2,836,341
　　介 護 報 酬 収 入（ 居宅 ）         107,500,000 104,714,263 2,785,737
　　利 用 者 負 担 金 収 入（ 居宅 ）   10,750,000 16,372,078 ▲ 5,622,078
  居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入      20,000,000 18,136,538 1,863,462
　利 用 者 等 利 用 料 収 入 4,300,000 0 4,300,000
  そ の 他 の 事 業 収 入               540,000 575,080 ▲ 35,080
    要 介 護 認 定 収 入                177,000 411,280 ▲ 234,280
　 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入            315,000 163,800 151,200
　その他の事業収入                   48,000 0 48,000
自　立　支　援　費　等　収　入          3,526,000 3,856,768 ▲ 330,768
　介　護　給　付　費　収　入            3,273,000 3,628,789 ▲ 355,789
　利　用　者　負　担　金　収　入        253,000 227,979 25,021

　資　金　収　支　計　算　書　

(自)平成24年 4月 1日
(至)平成25年 3月31日

収
入

資料２－⑥



　　　科　　　目 予算 決算 差異 備考
補　助　事　業　等　収　入              7,759,000 6,925,940 833,060
　補　助　事　業　収　入                0 0 0
　受　託　事　業　収　入 7,759,000 6,925,940 833,060
雑　　　収　　　入                      3,361,000 5,067,372 ▲ 1,706,372
  雑 収 入                              3,361,000 5,067,372 ▲ 1,706,372
受  取  利  息  配  当  金  収  入      2,158,000 2,085,324 72,676
  預 金 利 子 収 入                     233,000 60,449 172,551
  配 当 金 収 入                        1,925,000 2,024,875 ▲ 99,875
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入           0 0 0
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入           24,576,000 14,037,915 10,538,085
  法人運営経理区分繰入金収入            20,784,000 10,713,888 10,070,112
  市補助事業経理区分繰入金収入          100,000 0 100,000
  共同募金配分事業経理区分繰入金収入          0 159,552 ▲ 159,552
　緊急援護資金貸付経理区分繰入金収入    1,000,000 512,455 487,545
　介護事業経理区分繰入金収入  2,692,000 2,652,020 39,980
　退職積立事業経理区分繰入金収入        0 0 0

327,932,000 315,543,017 12,388,983
                            

人　　　件　　　費　　　支　　　出      197,414,000 197,690,620 ▲ 276,620
  役 員 報 酬                           940,000 940,000 0
  本 給                                 74,306,000 73,204,493 1,101,507
  諸 手 当                              34,270,000 39,439,741 ▲ 5,169,741
  法 定 福 利 費                        15,904,000 17,334,521 ▲ 1,430,521
　厚 生 費                              744,000 661,741 82,259
  非 常 勤 職 員 給 与                  69,163,000 64,023,654 5,139,346
  退 職 金                              2,087,000 2,086,470 530
事 務 費 支 出（ 一 般 管 理 支 出 ）   7,081,000 6,613,221 467,779
　福 利 厚 生 費（事務費） 570,000 513,490 56,510
  旅 費 交 通 費（事務費）              70,000 111,560 ▲ 41,560
　研 修 費（事務費）                    130,000 125,700 4,300
  消 耗 品 費（事務費）                 370,000 302,600 67,400
  器 具 什 器 費（事務費）              250,000 245,134 4,866
  印 刷 製 本 費（事務費）              10,000 6,300 3,700
　燃 料 費（事務費） 1,000 0 1,000
  修 繕 費（事務費）                    60,000 42,730 17,270
　通 信 運 搬 費（事務費）              570,000 536,448 33,552
　会 議 費（事務費）                    120,000 128,244 ▲ 8,244
　業 務 委 託 費（事務費）              1,093,000 983,617 109,383
    委 託 料（事務費）                  630,000 603,620 26,380
    保 守 料（事務費）                  463,000 379,997 83,003
　手 数 料（事務費）                    292,000 200,157 91,843
　損 害 保 険 料（事務費）              0 0 0
　賃 借 料（事務費）                    1,735,000 1,668,756 66,244
  資 料 図 書 費（事務費）              339,000 260,156 78,844
　租 税 公 課 （事務費）                105,000 87,459 17,541
　渉 外 費 (事務費）                    77,000 74,250 2,750
　諸 会 費（事務費）                    140,000 110,500 29,500
　会 長 費（事務費）                    0 0 0
　役 員 費（事務費）                    1,000,000 895,000 105,000
　広 報 費 (事務費）                    0 0 0
　雑 費（事務費）                       149,000 321,120 ▲ 172,120
    退 職 共 済 金 預 け 金 差 損       139,000 316,460 ▲ 177,460
    雑 費（事務費）                     10,000 4,660 5,340
事　　　業　　　費　　　支　　　出      78,188,000 74,988,773 3,199,227
　諸 謝 金（事業費）                    1,025,000 769,148 255,852
  消 耗 品 費 （事業費）                8,614,000 8,187,505 426,495
  器 具 什 器 費（事業費）              1,439,000 1,046,370 392,630
　印 刷 製 本 費（事業費）              3,413,000 2,655,156 757,844
　水 道 光 熱 費（事業費）              7,305,000 7,438,736 ▲ 133,736
　車 輌 費（事業費）                    0 0 0
　燃 料 費（事業費）                    4,594,000 3,958,584 635,416

経　　常　　収　　入　　計　　(　1　)   

収
入

収
入

経 常 活 動 に よ る 収 支（ 支 出 ）   

支
出

支
出



　　　科　　　目 予算 決算 差異 備考
    燃 料 費（事業費）                  809,000 307,865 501,135
    車 輌 燃 料 費（事業費）            3,785,000 3,650,719 134,281
　修 繕 費（事業費）                    1,776,000 1,323,973 452,027
　通 信 運 搬 費（事業費）              3,429,000 3,441,130 ▲ 12,130
　会 議 費（事業費）                    40,000 45,410 ▲ 5,410
　研 修 費（事業費）                    370,000 297,300 72,700
　業 務 委 託 費（事業費）              14,813,000 15,422,551 ▲ 609,551
　手 数 料（事業費）                    473,000 363,210 109,790
　損 害 保 険 料（事業費）              2,716,000 3,288,671 ▲ 572,671
　賃 借 料（事業費）                    6,592,000 6,038,853 553,147
  租 税 公 課 （事業費）                304,000 259,039 44,961
  資 料 図 書 費（事業費）              639,000 686,105 ▲ 47,105
  実 費 弁 償 費（事業費）              4,675,000 4,669,214 5,786
　保 守 料（事業費） 400,000 353,708 46,292
　旅 費 交 通 費（事業費）              345,000 308,145 36,855
　広 報 費（事業費）                    121,000 113,000 8,000
　保 健 衛 生 費（事業費）                    10,000 0 10,000
　食　材　料　費（事業費）              9,276,000 8,041,596 1,234,404
　雑 費（事業費）                       5,819,000 6,281,369 ▲ 462,369
貸   付   事   業   等   支   出        3,376,000 3,319,500 56,500
  貸 付 金 支 出                        3,376,000 3,319,500 56,500
共 同 募 金 配 分 金 事 業 費           0 0 0
  歳末たすけあい配分金事業費            0 0 0
　返 還 金 支 出                        0 0 0
市　返　還　金　支　出                  1,185,000 2,937,890 ▲ 1,752,890
　市　返　還　金　支　出                1,185,000 2,937,890 ▲ 1,752,890
助　　　成　　　金　　　支　　　出      10,663,000 10,471,924 191,076
  助 成 金 支 出                        10,663,000 10,471,924 191,076
負　　　担　　　金　　　支　　　出      270,000 386,685 ▲ 116,685
  負 担 金 支 出                        270,000 386,685 ▲ 116,685
雑　　　支　　　出                      1,000 69,670 ▲ 68,670
  雑 支 出                              1,000 69,670 ▲ 68,670
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出           0 0 0
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出           23,858,000 14,037,915 9,820,085
  法人運営経理区分繰入金支出            1,000 512,455 ▲ 511,455
  共同募金配分事業経理区分繰入金支出    0 0 0
　市補助事業経理区分繰入金支出          636,000 403,848 232,152
　市受託事業経理区分繰入金支出          0 272,032 ▲ 272,032
　生活福祉資金貸付経理区分繰入金支出          256,000 0 256,000
　緊急援護資金貸付経理区分繰入金支出    1,000,000 1,000,000 0
　介護事業事業経理区分繰入金支出 10,000,000 0 10,000,000
　ボランティア基金経理区分繰入金支出    0 39,000 ▲ 39,000
　老人福祉センター経理区分繰入金支出    0 460 ▲ 460
　福祉サービス事業経理区分繰入金支出    2,794,000 2,958,617 ▲ 164,617
　退職積立事業経理区分繰入金支出        4,993,000 5,465,180 ▲ 472,180
　住民参加地域福祉経理区分繰入金支出    4,178,000 3,386,323 791,677
　介護保険事業所施設建設事業経理区分繰入金支出 0 0 0

322,036,000 310,516,198 11,519,802
5,896,000 5,026,819 869,181

                            
                            

施 設 整 備 等 補 助 金 収 入           1,384,000 1,384,000 0
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入           0 0 0
固 定 資 産 売 却 収 入                 0 0 0
施 設 整 備 等 助 成 金 収 入           0 0 0

1,384,000 1,384,000 0
                            

固定資産取得支出及び繰入支出            6,051,000 6,017,290 33,710
  基本財産取得支出及び繰入支出          0 0 0
    建 物 取 得 支 出                   0 0 0
  その他の固定資産取得支出              6,051,000 6,017,290 33,710

経　　常　　支　　出　　計　　(　2　)   
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 ( 3=1-2 ) 
施　設　整　備　等　に　よ　る　収　支  

支
出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支（ 収 入 ）

施 設 整 備 等 収 入 計 (  4  )         
施 設 整 備 等 に よ る 収 支（ 支 出 ）

収
入

支
出



　　　科　　　目 予算 決算 差異 備考
　　建 物 取 得 支 出 0 0 0
    建 物 附 属 設 備 取 得 支 出 945,000 944,230 770
　　構 築 物 取 得 支 出 0 0 0
　　機 械 及 び 装 置 取 得 支 出 0 0 0
    車 輌 運 搬 具 取 得 支 出          5,094,000 5,073,060 20,940
    器 具 及 び 備 品 取 得 支 出       0 0 0
    建 設 仮 勘 定 取 得 支 出          0 0 0
    権 利 取 得 支 出 0 0 0
　　ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出 12,000 0 12,000
元　　　入　　　金　　　支　　　出      0 0 0

6,051,000 6,017,290 33,710
▲ 4,667,000 ▲ 4,633,290 ▲ 33,710

                            
                            

借　　　入　　　金　　　収　　　入      0 0 0
投 資 有 価 証 券 売 却 収 入           0 0 0
積  立  預  金  取  崩  収  入          10,000,000 0 10,000,000
　介護保険事業運営積立預金取崩収入      0 0 0
　バザー積立預金取崩収入                0 0
　事業引当特定預金取崩収入 10,000,000 0 10,000,000
　財産運用積立預金取崩収入 0 0 0
　入浴車積立預金取崩収入 0 0 0
そ　 　の　　 他　　 の　　 収　　 入   2,226,000 2,402,930 ▲ 176,930
  退職共済預け金返還金収入              2,226,000 2,402,930 ▲ 176,930

12,226,000 2,402,930 9,823,070
                            

借 入 金 元 金 償 還 金 支 出           0 0 0
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出           0 0 0
積  立  預  金  積  立  支  出          10,000,000 10,000,000 0
　事業引当特定預金積立支出 10,000,000 10,000,000 0
　財政運用積立預金支出                  0 0 0
　バザー積立支出 0 0 0
そ　　の　　他　　の　　支　　出        5,180,000 5,465,180 ▲ 285,180
  退 職 共 済 預 け 金 支 出            5,180,000 5,465,180 ▲ 285,180
流動資産評価減等による資金減少額等      0 0 0

15,180,000 15,465,180 ▲ 285,180
▲ 2,954,000 ▲ 13,062,250 10,108,250

予　　　備　　　費　(　10　)            0 0 0
▲ 1,725,000 ▲ 12,668,721 10,943,721

44,111,000 44,112,383 ▲ 1,383
42,386,000 31,443,662 10,942,338

施 設 整 備 等 支 出 計 ( 5 )           

支
出

施設整備等資金収支差額( 6=4-5 )         
財　務　活　動　に　よ　る　収　支      
財 務 活 動 に よ る 収 支（ 収 入 ）   

財  務  収  入  計  ( 7 )               

収
入

収
入

前 期 末 支 払 資 金 残 高 ( 12 )       
当 期 末 支 払 資 金 残 高 ( 11+12 )    

財 務 活 動 に よ る 収 支（ 支 出 ）   

財   務   支   出   計  ( 8 )           
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 ( 9=7-8 ) 

当期資金収支差額合計( 11=3+6+9-10 )     

支
出



法人名：木津川市社会福祉協議会
会計名：法人運営事業経理区分

予　　算 決　　算 差　　異 備　　考
                            
                            

会　　　費　　　収　　　入              10,139,000 10,149,000 ▲ 10,000
  普 通 会 費 収 入                     9,496,000 9,094,000 402,000 普通会員1,000円/人
  賛 助 会 費 収 入                     635,000 1,047,000 ▲ 412,000 賛助会員5,000円/人
　団体・施設会費収入                    8,000 8,000 0
寄　　　附　　　金　　　収　　　入      800,000 404,350 395,650
  一 般 寄 付 金 収 入                  800,000 404,350 395,650
分　　　担　　　金　　　収　　　入      0 0 0
補　　　助　　　金　　　収　　　入      65,003,000 65,042,900 ▲ 79,900
  市 補 助 金 収 入                     63,778,000 63,778,000 0
    職 員 設 置 補 助 金 収 入          63,778,000 63,778,000 0 事務局職員
  府 社 協 補 助 金 収 入               1,225,000 1,224,900 ▲ 39,900
　　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険補助金収入               0 0 0
　　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動補助金             0 0 0
　　高齢者見守り隊補助金収入            1,225,000 1,224,900 100 見守り隊補助金
　市町村社協連合会補助金収入 0 40,000 ▲ 40,000
助　　　成　　　金　　　収　　　入      0 60,258 ▲ 60,258
受　　　託　　　金　　　収　　　入      0 0 0
　市 受 託 金 収 入                     0 0 0
　　加茂ふれあいｾﾝﾀｰ運営受託金収入      0 0 0 市補助へ移行
事　　　業　　　収　　　入              0 0 0
  参 加 費 収 入                        0 0 0
　利 用 料 収 入 0 0
  広 告 料 収 入                        0 0 0
  そ の 他 の 事 業 収 入               0 0 0
貸　 付 　事 　業 　等 　収 　入        0 0 0
共  同  募  金  配  分  金  収  入      0 0 0
負　　　担　　　金　　　収　　　入      0 0 0
  負 担 金 収 入                        0 0 0
バ　ザ　ー　事　業　収　入　            0 0 0
介　　護　　保　　険　　収　　入        0 0 0
利　用　料　収　入                      0 0 0
自　立　支　援　費　等　収　入          0 0 0
補　助　事　業　等　収　入              0 0 0
　補　助　事　業　収　入                0 0 0
　そ　の　他　補　助　金　等　収　入    0 0 0
雑　　　収　　　入                      1,000,000 1,548,815 ▲ 548,815
  雑 収 入                              1,000,000 1,548,815 ▲ 548,815 コピー代他
受　取　利　息　配　当　金　収　入      80,000 46,609 33,391
  預 金 利 子 収 入                     80,000 46,609 33,391
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入           0 0 0
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入           1,000,000 512,455 487,545
  市受託事業経理区分繰入金収入          0 0 0
   緊急援護資金貸付事業経理区分繰入金収入 1,000,000 512,455 487,545
　退職積立事業経理区分繰入収入          0 0 0

78,022,000 77,764,387 257,613
                            

人　　　件　　　費　　　支　　　出      57,058,000 57,057,869 131
  役 員 報 酬                           940,000 940,000 0 正・副会長
  本 給                                 30,952,000 30,801,000 151,000 事務局職員
  諸 手 当                              13,321,000 12,475,605 845,395
  法 定 福 利 費                        6,544,000 7,407,806 ▲ 863,806
  非 常 勤 職 員 給 与                  4,949,000 5,177,800 ▲ 228,800 臨時職員

　資　金　収　支　計　算　書　

(自)平成24年 4月 1日
(至)平成25年 3月31日

科        目

経　　常　　収　　入　　計　　(　1　)   

収
入

経 常 活 動 に よ る 収 支（ 支 出 ）   

経　常　活　動　に　よ　る　収　支      
経 常 活 動 に よ る 収 支（ 収 入 ）   

支
出

資料２－⑦



予　　算 決　　算 差　　異 備　　考科        目
  厚 生 費                              352,000 255,658 96,342
事 務 費 支 出（ 一 般 管 理 支 出 ）   4,905,000 4,554,662 350,338
  福 利 厚 生 費 （事務費） 170,000 170,000 0
  旅 費 交 通 費（事務費）              50,000 89,820 ▲ 39,820 職員研修旅費他
　研 修 費（事務費）                    110,000 112,700 ▲ 2,700 研修受講料
  消 耗 品 費（事務費）                 200,000 190,204 9,796
  器 具 什 器 費（事務費）              0 0 0
  印 刷 製 本 費（事務費）              0 0 0
  修 繕 費（事務費）                    60,000 42,730 17,270
  燃 料 費（事務費）                    1,000 0 1,000
　通 信 運 搬 費（事務費）              545,000 508,358 36,642 電話代
　会 議 費（事務費）                    50,000 62,724 ▲ 12,724
　業 務 委 託 費（事務費）              443,000 344,320 98,680
    委 託 費（事務費）                  0 31,000 ▲ 31,000
    保 守 料（事務費）                  443,000 313,320 129,680
　手 数 料（事務費）                    232,000 149,650 82,350
　損 害 保 険 料（事務費）              0 0 0
　賃 借 料（事務費）                    1,565,000 1,553,256 11,744 コピー機リース料他
  資 料 図 書 費（事務費）              200,000 182,571 17,429 新聞代
　租 税 公 課（事務費）                 100,000 85,109 14,891
　渉 外 費（事務費）                    39,000 54,250 ▲ 15,250

　諸 会 費（事務費）                    140,000 110,500 29,500
山城地区社協分担金・災害
活動支援他

　役　員　費　（事務費）                1,000,000 895,000 105,000 理事会・評議員会他
　広　報　費（事務費）                  0 0 0
　雑 費（事務費）                       0 3,470 ▲ 3,470
    雑 費 （事務費）                    0 3,470 ▲ 3,470
事　　　業　　　費　　　支　　　出      2,759,000 1,517,407 1,241,593
　諸 謝 金（事業費）                    10,000 0 10,000
  消 耗 品 費 （事業費）                380,000 0 380,000
　器 具 什 器 費（事業費） 85,000 85,000 0
　印 刷 製 本 費（事業費）              1,023,000 343,220 679,780 名刺代
　水 道 光 熱 費（事業費）              5,000 0 5,000
　燃 料 費（事業費）                    140,000 4,359 135,641
　　燃 料 費（事業費）                    55,000 0 55,000
    車 輌 燃 料 費（事業費）            85,000 4,359 80,641 活動車ガソリン代
　修 繕 費（事業費）                    76,000 13,745 62,255
　通 信 運 搬 費（事業費）              50,000 7,481 42,519 電話、郵送料
　会 議 費（事業費）                    0 0 0
　研 修 費（事業費）                    0 0 0
　業 務 委 託 費（事業費）              400,000 580,239 ▲ 180,239
　手 数 料（事業費）                    0 0 0
　損 害 保 険 料（事業費）              277,000 222,026 54,974 役員ボランティア保険他
　賃 借 料（事業費）                    110,000 17,695 92,305 ホール使用料他
  租 税 公 課 （事業費）                35,000 41,300 ▲ 6,300
  資 料 図 書 費 （事業費）             40,000 34,560 5,440 書籍購入他
  実 費 弁 償 費 （事業費）             0 0 0
　保 守 料（事業費）                    0 0 0
　旅 費 交 通 費（事業費）              0 4,200 ▲ 4,200
　食　材　料　費（事業費）              0 0 0
　雑 費（事業費）                       128,000 163,582 ▲ 35,582
貸　 付　 事　 業 　等 　支 　出        0 0 0
共 同 募 金 配 分 金 事 業 費           0 0 0
市　　返　　還　　金　　支　　出 0 0 0
　市　返　還　金　支　出 0 0 0
助　　　成　　　金　　　支　　　出      3,839,000 3,437,531 401,469
  助 成 金 支 出                        3,839,000 3,437,531 401,469 支部助成金
負　　　担　　　金　　　支　　　出      250,000 367,000 ▲ 117,000
  負 担 金 支 出                        250,000 367,000 ▲ 117,000 府社協会費・職連協会費
雑　　　支　　　出                      1,000 47,970 ▲ 46,970

支
出

支
出



予　　算 決　　算 差　　異 備　　考科        目
  雑 支 出                              1,000 47,970 ▲ 46,970
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出           0 0 0
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出           21,832,000 10,713,888 11,118,112
  法人運営経理区分繰入金支出            0 0 0
  共同募金配分事業経理区分繰入金支出    0 0 0
　市補助事業経理区分繰入金支出          636,000 403,848 232,152
  市受託事業経理区分繰入金支出          0 272,032 ▲ 272,032
  生活福祉資金貸付事務経理区分繰入金支出 256,000 0 256,000
　ボランティア基金経理区分繰入金支出 0 39,000 ▲ 39,000
　緊急援護資金貸付事業経理区分繰入金支出 1,000,000 1,000,000 0
　居宅サービス等事業経理区分繰入金支出 10,000,000 0 10,000,000
　老人福祉センター経理区分繰入支出      0 460 ▲ 460
　福祉サービス利用援助事経理区分繰入支出 2,794,000 2,958,617 ▲ 164,617
　退職積立事業経理区分繰入支出          2,968,000 2,813,160 154,840
　住民参加型事業経理区分繰入支出        4,178,000 3,226,771 951,229

90,644,000 77,696,327 12,947,673
▲ 12,622,000 68,060 ▲ 12,690,060

                                          
施 設 整 備 等 に よ る 収 支（ 収 入 ）                             
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入           0 0 0
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入           0 0 0
固　定　資　産　売　却　収　入          0 0 0
施 設 整 備 等 助 成 金 収 入           0 0 0

0 0 0
                            

固定資産取得支出及び繰入支出            0 0 0
　その他の固定資産取得支出 0 0 0
　　器具及び備品取得支出 0 0 0
　　ソフトウェア取得支出 0 0 0
元　　　入　　　金　　　支　　　出      0 0 0

0 0 0
0 0 0

                                          
                            

借　　　入　　　金　　　　収　　　入    0 0 0
投 資 有 価 証 券 売 却 収 入           0 0 0
積  立  預  金  取  崩  収  入          10,000,000 0 10,000,000
　バザー積立預金取崩収入                0 0 0
　事業引当預金取崩収入 10,000,000 0 10,000,000
　財産運用積立預金取崩収入 0 0 0
そ   　の   　他   　の   　収   　入   0 0 0

10,000,000 0 10,000,000
                            

借 入 金 元 金 償 還 金 支 出           0 0 0
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出           0 0 0
積　立　預　金　積　立　支　出          10,000,000 10,000,000 0
　財政運用積立支出                      0 0 0
　事業引当特定預金積立支出 10,000,000 10,000,000 0
そ　　の　　他　　の　　支　　出        0 0 0
流動資産評価減等による資金減少額等      0 0 0

10,000,000 10,000,000 0
0 ▲ 10,000,000 10,000,000

予　　　備　　　費　(　10　)            0 0 0
▲ 12,622,000 ▲ 9,931,940 ▲ 2,690,060

12,622,000 12,622,434 ▲ 434
0 2,690,494 ▲ 2,690,494

施　設　整　備　等　に　よ　る　収　支  

収
入

支
出

財 務 活 動 に よ る 収 支（ 収 入 ）   

施 設 整 備 等 収 入 計 (　4　)         
施 設 整 備 等 に よ る 収 支（ 支 出 ）

財　務　活　動　に　よ　る　収　支      

経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 ( 3=1-2 ) 
経　　常　　支　　出　　計　(　2　)     

施 設 整 備 等 支 出 計 (　5　)         
施設整備等資金収支差額 (　6=4-5　)      

当 期 末 支 払 資 金 残 高 ( 11+12 )    

支
出

収
入

支
出

財　　務　　支　　出　　計　(　8　)     
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 ( 9=7-8 ) 

当期資金収支差額合計( 11=3+6+9-10 )     
前 期 末 支 払 資 金 残 高 ( 12 )       

財 務 活 動 に よ る 収 支（ 支 出 ）   
財　　務　　収　　入　　計　(　7　)     



法人名：木津川市社会福祉協議会

会計名：一般会計                      (単位：円)

　　１．流　動　資　産

　　　　  現    金 0
　　　　　普通預金

5,062,427
96,251

951,341
261,357

16,421,513
251,597

0
0
0

1,951,367

1,062,873

93,153
0

12,440

1,107,290
0

364

　　　　

　　　　  貯蔵品 21,250
　　　　  未収金 25,326,394
　　　　  未収補助金 0
　　　　　前払金 15,750
    　　  仮払金 0
　　　流動資産合計 52,635,367

■ 木津川市社会福祉協議会財産目録

Ⅰ．資　産　の　部

　財      産      目      録　
平成２５年 ３月３１日現在     

資産・負債の内訳 金　　額

資料２－⑧



　　２．固　定　資　産

　　　　（１）基本財産

　　　　　　　定期預金 4,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000

　　　　　　　建物（基本財産） 107,785,267

　　　　（２）その他固定資産

　　　　　　　財政調整預金 7,411,486
2,584,183
4,827,303

　　　　　　　福祉基金 13,033,000
3,033,000

10,000,000

　　　　　　　事業引当特定 17,415,817
7,415,817
5,000,000
5,000,000

　　　　　　　福祉車輌 204,864
204,864

　　　　　　　ボランティア基金 130,674,740

4,655,624
375,206

1,861

1,455,930
2,763,186
3,500,000

8,300,000

20,000,000
50,000,000
9,998,139

29,624,794



　　　　　　　固定資産備品

　　　　　　　　　　建物付属設備 14,536,776
　　　　　　　　　　構築物 5,582,080
　　　　　　　　　　機械及び装置 12,869,766
　　　　　　　　　　器具及び備品 1,484,524
　　　　　　　　  　車輌運搬具 9,612,835
　　　　　　　　　　建設仮勘定 0
　　　　　　　　　　権　　利 931,000
　　　　　　　　  　ソフトウェア 23,100
　　　　　　　　  　長期貸付金 8,798,300
　　　　　　　　 　 退職共済預け金 45,157,380
　　　　　　　　 　 その他の積立金

　　　固定資産合計 379,520,935
資　産　合　計 432,156,302
Ⅱ．負　債　の　部

　　１．流　動　負　債

　　　　  未払金 20,042,402
　　　　  預り金 1,127,303
　　　　  仮受金 0
　　　　  前受金 22,000
　　　流動負債合計 21,191,705
　　２．固　定　負　債

　　　　  退  職  給  与  引  当  金 45,157,380
　　　固定負債合計 45,157,380
負　債　合　計 （ 66,349,085 ）

差　引　正　味　財　産 365,807,217

※預金の銀行名・支店名等は省略



法  人  名：木津川市社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

     科      目     当 年 度 末 前 年 度 末  増    減       科      目     当 年 度 末 前 年 度 末  増    減  

流動資産 52,635,367 67,770,104 ▲ 15,134,737 流動負債 21,191,705 23,657,721 ▲ 2,466,016

現金 0 0 0 短期運営資金借入金 0 0 0

預貯金 27,271,973 44,295,173 ▲ 17,023,200 会計単位外借入金 0 0 0

有価証券 0 0 0 会計単位内借入金 0 0 0

未収金 25,326,394 23,440,499 1,885,895 経理区分勘定 0 0 0

貯蔵品 21,250 34,432 ▲ 13,182 未払金 20,042,402 22,249,812 ▲ 2,207,410

立替金 0 0 0 未返還金 0 0 0

前払金 15,750 0 15,750 預り金 1,127,303 1,407,909 ▲ 280,606

短期貸付金 0 0 0 前受金 22,000 0 22,000

会計単位外貸付金 0 0 0 仮受金 0 0 0

会計単位内貸付金 0 0 0 賞与引当金 0 0 0

経理区分勘定 0 0 0 その他の流動負債 0 0 0

仮払金 0 0 0

徴収不能引当金 0 0 0 固定負債 45,157,380 42,095,130 3,062,250

その他の流動資産 0 0 0 設備資金借入金 0 0 0

                                        長期運営資金借入 0 0 0

固定資産 379,520,935 373,743,949 5,776,986 長期預り金 0 0 0

基本財産 111,785,267 115,505,000 ▲ 3,719,733 退職給与引当金 45,157,380 42,095,130 3,062,250

基本財産特定預金 4,000,000 4,000,000 0 貸付事業資金借入金 0 0 0

建物（基本財産） 107,785,267 111,505,000 ▲ 3,719,733 経理区分勘定 0 0 0

建物附属設備（基本財産） 0 0 0 その他の固定負債 0 0 0

土地（基本財産） 0 0 0

                                        負債の部合計 66,349,085 65,752,851 596,234

その他の固定資産 267,735,668 258,238,949 9,496,719

建物 0 0 0 基本金 4,000,000 4,000,000 0

建物附属設備 14,536,776 14,675,850 ▲ 139,074 基本金 4,000,000 4,000,000 0

構築物 5,582,080 5,980,800 ▲ 398,720

機械及び装置 12,869,766 15,191,000 ▲ 2,321,234 基金 0 0 0

車輛運搬具 9,612,835 9,184,992 427,843

器具及び備品 1,484,524 2,840,170 ▲ 1,355,646 元入金 0 0 0

土地 0 0 0 元入金 0 0 0

建設仮勘定 0 0 0

権利 931,000 997,500 ▲ 66,500 国庫補助金等特別積立金 10,626,306 10,755,781 ▲ 129,475

ソフトウェア 23,100 48,300 ▲ 25,200 国庫補助金等特別積立金 10,626,306 10,755,781 ▲ 129,475

公益事業特別会計元入金 0 0 0 0

収益事業特別会計元入金 0 0 0 その他の積立金 168,739,907 158,739,907 10,000,000

投資有価証券 0 0 0 人件費積立金 0 0 0

長期貸付金 8,798,300 8,485,300 313,000 修繕積立金 0 0 0

長期預け金 0 0 0 備品等購入積立金 0 0 0

退職共済預け金 45,157,380 42,095,130 3,062,250 移行時特別積立金 0 0 0

措置施設繰越特定預金 0 0 0 退職共済積立金 0 0 0

移行時特別積立預金 0 0 0 財政運用積立金 0 0 0

移行時減価償却特別積立預金 0 0 0 貸付事業資金積立金 0 0 0

退職共済積立預金 0 0 0 ボランティア基金積立金 130,674,740 130,674,740 0

ボランティア積立預金 130,674,740 130,674,740 0 介護保険事業運営積立金 0 0 0

財政運用積立預金 0 0 0 財政調整特定積立金 7,411,486 7,411,486 0

介護保険事業運営積立預金 0 0 0 指定福祉特定積立金 0 0 0

貸付事業資金積立預金 0 0 0 事業引当特定積立金 17,415,817 7,415,817 10,000,000

財政調整特定預金 7,411,486 7,411,486 0 福祉資金積立金 13,033,000 13,033,000 0

指定福祉特定預金 0 0 0 福祉車両積立金 204,864 204,864 0

事業引当特定預金 17,415,817 7,415,817 10,000,000 バザー積立金 0 0 0

福祉基金積立預金 13,033,000 13,033,000 0 入浴車両積立金 0 0 0

福祉車両積立預金 204,864 204,864 0 緊急援護資金貸付積立金 0 0 0

バザー積立預金 0 0 0 0

緊急援護資金貸付積立預金 0 0 0 次期繰越活動収支差額 182,441,004 202,262,514 ▲ 19,821,510

入浴車両積立預金 0 0 0 次期繰越活動収支差額 182,441,004 202,262,514 ▲ 19,821,510

その他の固定資産 0 0 0 （うち当期活動収支差額） ▲ 9,821,510 ▲ 2,108,207 ▲ 7,713,303

                                        純資産の部合計 365,807,217 375,758,202 ▲ 9,950,985

資産の部合計 432,156,302 441,514,053 ▲ 9,357,751 負債純資産合計 432,156,302 441,511,053 ▲ 9,354,751

純    資     産    の    部

貸     借　　 対　　 照     表
平成２５年 ３月３１日現在

資    産    の    部                    負    債    の    部

資料２－⑨



■ 木津川市社会福祉法人の助成に関する条例 

  （平成19年木津川市条例第104号） 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第58条第１項の規定に基づく社会福祉法

人に対する助成について、必要な事項を定めるものとする。 

（助成） 

第２条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成

を行うことができる。 

（申請手続等） 

第３条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書

類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 理由書 

(２) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書 

(３) 財産目録及び貸借対照表 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 社会福祉法人は、助成決定後、前項の規定により提出した申請書及び添付書類の記載事項に変

更が生じたときは、変更申請書を市長に提出しなければならない。 

（使用制限等） 

第４条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金及び財産を助成の目的以外の用途に使用

してはならない。 

２ 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、市長は、助成の決定を取り消し、

又は助成に係る補助金及び財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

（報告） 

第５条 社会福祉法人は、補助金に係る収支精算を市長に報告しなければならない。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成19年３月12日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の木津町社会福祉法人の助成に関する条例（昭和55

年木津町条例第９号）、加茂町社会福祉協議会補助金交付要綱（平成９年加茂町要綱第16号）又

は山城町社会福祉法人の助成に関する条例（平成元年山城町条例第４号）の規定によりなされた

処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行

為とみなす。 

 

 

 

■ 木津川市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則 

  （平成19年木津川市規則第52号） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、木津川市社会福祉法人の助成に関する条例（平成19年木津川市条例第104号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（助成の申請） 

第２条 条例第３条に規定する申請は、申請書（別記様式第１号）によるものとする。 

（助成の決定通知） 

第３条 市長は、助成を決定した場合は、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときは

その条件を記した助成決定通知書（別記様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

（変更申請） 

第４条 条例第３条第２項に規定する変更申請は、変更申請書（別記様式第３号）によるものとす

る。 

（事業実績報告） 

第５条 条例第５条に規定する報告は、市長が定める期日までに実績報告書（別記様式第４号）に

より行うものとする。 

（補助金等の手続） 

第６条 補助金等の交付に関しては、この規則に定めるもののほか、木津川市補助金等の交付に関

する規則（平成19年木津川市規則第36号）に定めるところによる。 



（帳簿等の整備） 

第７条 助成を受けた社会福祉法人は、助成事業に関する帳簿及び証拠書類を常に整備し、当該事

業完了後５年以内において、市長が定める期間保存しなければならない。 

（帳簿等の閲覧等） 

第８条 市長は、助成の効果をあげるため必要と認めるときは、助成事業に関する帳簿等を閲覧し、

説明を求め、若しくは事業の運営について必要な指示をすることができる。 

（補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成19年３月12日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の木津町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

（平成13年木津町規則第５号）又は、加茂町社会福祉協議会補助金交付要綱（平成９年加茂町要

綱第16号）の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなさ

れた手続その他の行為とみなす。 

 

別記様式第１号（第２条関係） 

別記様式第２号（第３条関係） 

別記様式第３号（第４条関係） 

別記様式第４号（第５条関係） 

 



■ 事業仕分け資料一覧 

 

 

 

３ シルバー人材センター事業 

 

 

・事業仕分け説明資料［シルバー人材センター事業］ 

・実施計画調査票兼事務事業評価調査票［シルバー人材センター事業］ 

 

 

 

  資料３－① シルバー人材センター事業運営状況 

  資料３－② 木津川市シルバー人材センター事務局体制組織図 

  資料３－③ シルバー人材センター関係パンフレット抜粋 

  資料３－④ 木津川市シルバー人材センター収支計算書 

  資料３－⑤ 木津川市シルバー人材センター財栓目録 

  資料３－⑥ 木津川市シルバー人材センター運営補助金交付要綱 

 

事業 
仕分 



事業仕分け説明資料 

項 目 名 シルバー人材センター事業 ３ 

担当部局 保健福祉部 高齢介護課 

 

①何の／誰のために、どのようなことをしていますか？ 

 
定年退職をした方など６０歳以上で働く意欲のある方に、臨時的・短期的な就業の

機会を確保・提供する、公益社団法人木津川市シルバー人材センターの運営費を補

助しています。 

これによって、高齢者が、ご自身の能力を活用しやすい仕組みを作り、追加的な収

入を得ていただくとともに、生きがいの充実・社会参加を促進して、地域社会の活

性化に繋げるものです。 

②私たちの税金をどれだけ使っていますか？ 

 

 

※[A]:事業に使った費用 [B]:[A]＋職員人件費 [C]:[B]－（補助金、利用者負担などの収入） 

H24 

年度 

実績 

A 

B 

C 

22,027 千円 

22,828 千円 

22,828 千円 

 

 

H24 決算の主な項目 （千円） 

シルバー人材センター事業補助金 

京都府シルバー人材センター連合会負担金  

全国シルバー人材センター事業協会負担金  

 

 

21,927 

50 

50 

 

市民 

一人 

当り 

A 

B 

C 

30５円 

31７円 

31７円 

 

 

③ 合併後に、どのような見直しを行いましたか？ 

 ・シルバー人材センターに対して、合併に伴う支所の統合・組織のスリム化等の事

務の効率化を目指す中で、補助金の適正化に努めてきました。 

・シルバー人材センターに対しては、市の補助金以外に、国・府から補助金が交付

されています。国・府の補助金は見直しが進められています。 

 

 H21 H22 H23 H24 

国補助額(千円) 15,200  12,320  8,520  7,100  

府補助額(千円) 7,600  6,160  5,700  4,750  
 

④どのような改善策が考えられますか？また、どのような課題がありますか？ 

 ・高齢者の社会参加や生きがいづくりのため、シルバー人材センターの活動を促進

していくことは重要であるとの考えから、引き続き支援していくこととしていま

すが、国・府の補助金の見直しに併せて、今後の市の補助金のあり方についても

検討が必要だと考えています。 

・改善策としては、シルバー人材センターの組織の効率化（支所の統合等）や、営

業努力・経費削減等を進めるなど業務内容の一層の見直しを求め、シルバー人材

センターができるだけ自立に近づけるような体制を整える必要があると考えてい

ます。 

※役所の専門用語などをなるべく使わず、わかり易い表現を心がけて作成しています。



 

 

 

 

⑤補助金を出している団体は、どのような団体ですか。 

木津川市シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づく知

事の指定を受けた公益社団法人です。 

一般家庭や民間の事業所、官公庁から地域に密着した仕事を有償で引き受けて、これを会員

に再委任しています。また、会員に対する技能講習会等も開催しています。 

市内に居住する６０歳以上で、働く意欲のある健康な人なら誰でも会員になることができ、

会員には、働いた仕事量に応じて毎月配分金が支払われます。 

事務所は市内に３ヵ所あり、職員数は ９名、会員数 ３９４名となっています。 

⑥どのような活動／事業に補助金を出していますか。 

 団体の補助金の使い方はどのようになっていますか。 

木津川市シルバー人材センターの職員人件費に対して補助を行っています。 

団体の H24 決算の主な項目 

（補助金の対象となっているもの） 
金額（千円） 

 給料手当 

 賃金 

 法定福利費 

 退職給付費用 

 福利厚生費 

 計 

20,381 

11,157 

4,379    

1,680 

130 

37,727 

 

⑦補助金の額は、どのように決めていますか？ 

 この５年間の補助金の額はどのようになっていますか。 

平成 21 年度から平成２５年度までの５か年間計画をたて、合併による事務効率化や人員の

削減を想定した補助金額を設定しています。 

 H21 H22 H23 H24 H25（予算） 

金額（千円） 20,248 18,223 19,422 21,927 21,354 

対 H21 比 － △2,025 △826 1,679 1,106 

 

⑧他の自治体の状況はどうですか？ 

※詳細別添 
市町村名 補助金額 

宇治市 3,550 千円 

八幡市 9,442 千円 

城陽市 11,359 千円 

京丹後市 23,643 千円 

京田辺市 9,000 千円 

精華町 6,300 千円 

 

補助金について 

事業 
仕分 



２５
（様式 １）

（1）Face【基本事項】
作成年月日

所管
評価責任者

3 2 4 ２－イ 記入者（係）

（氏名）
開始年度

（2）Plan【計画】

（3）Do【実施】
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 総事業費 備考

19,522 22,027 21,454 21,454 21,454

19,522 22,027

19,522 22,027 21,454 21,454 21,454 0

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

807 801 811 811 811

20,329 22,828 22,265 22,265 22,265

実施計画調査票　兼　事務事業評価調査票

プ
ロ
フ
ィ
ー

ル

年度 平成25年度
事業名 シルバー人材センター事業費 高齢介護課
予算科目、事業コード 1-3-1-4-677 杉田高齢介護課長
基本計画での位置付け 高齢者福祉係
主な取り組み 高齢者の生きがい対策等の充実 佐々木　渉
主な事業等 1 シルバー人材センター事業 平成１２年度

事
業
の
概
要

目
的

対象（何を、誰に） 財団法人　木津川市シルバー人材センター

目的（どのような状態
にしたいのか）

同センターの安定した活動を推進。

全体事業の概要
（どれだけ、いつまで）

同センターが将来的に独立して運営、活動ができるよう補助する。

各
年
度
の
手
段

（
ど
の
年
度
に
ど
れ
だ
け

）

平成25年度
補助金額21,354千円。会員の安定した就労支援のためシルバー人材センター事務局職員の
人件費を補助する。

平成26年度 会員の安定した就労支援のためシルバー人材センター事務局職員の人件費を補助する。

平成27年度 会員の安定した就労支援のためシルバー人材センター事務局職員の人件費を補助する。

実施方法
(誰が、どのように)

（委託先又は指定管理者：　　）

（補助先及び実施主体：シルバー人材センター）

（貸付先：　　）

コ
ス
ト

予算額（千円）

決算額（千円）

一般財源

国庫・府補助

その他特定財源

地方債

従事職員数
正職員

臨職等

人件費

事業費合計（千円）

特定財源の詳細（H24) 名称 補助率(負担割合) 補助額等

内
訳

国庫補助

府補助

その他特定財源

平成24年度

事業費内訳

細事業 事業量 事業費

シルバー人材センター事業補助金 21,927

全国シルバー人材センター事業協会負担金 50

府シルバー人材センター連合会負担金 50

実施結果

（24年度実績、

どうなったのか）

補助金を６月に支出。会員数３９４人、延べ就業人員３６，３６２人

直接実施

委託業務又は指定管理

補助金（直接・間接）

貸付

直接実施

委託業務又は指定管理

補助金（直接・間接）

貸付

直接実施

委託業務又は指定管理

補助金（直接・間接）

貸付

直接実施

委託業務又は指定管理

補助金（直接・間接）

貸付



２５
（様式 １）

（4）Check【検証】
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 最終目標 推移

達成度 効率性 成果

2 2 2

目的・対象・
手段の妥当性

緊急性・
必要性

2 3

（5）Action【改善】

（6）Reference【参考】

評
価
指
標

活
　
動

シルバー人材センター会
員数 408 394 400 420 440

単位：人

コ
ス
ト

事業費合計／シルバー
人材センター会員数 49,826 57,939 55,663 53,012

単位：円

成
　
果

延べ就業人員
37,170 36,362 37,000 38,000

総
合
評
価

3：高い（良くなった）

2：普通（変わらない）

1：低い（好ましくない）

実
施
事
業
評
価

継
続
性
評
価

50,602

改革プラン 事務所箇所数等の整理統合などの助言。

39,000

単位：人

参
考

比較参考値
(他自治体での類
似事業の例など）

城陽市・京田辺市の補助金・会員数・就業人員等の状況
　城陽市　　 会員数　５５１人　・　延べ就業人数　５３，０５３人
　京田辺市　会員数　５０３人　・　延べ就業人数　５５，８７４人

特記事項
（根拠法令・事業の沿
革など）

根拠法令；社団法人木津川市シルバー人材センター運営補助金交付要綱

改
善
・
改
革

今後の方向性
合併により国庫・府補助金が減額される中、事業運営方法等の見直しが必要。

方向性の理由 安定した事業運営を行うため。

0

1

2

3
達成度

効率性

成果

目的・対象・

手段の妥当

性

緊急性・

必要性

評価結果

終了 縮小等による見直し 充実効率化等による見直し 継続



■ シルバー人材センター事業運営状況 

 

１．会員数の推移                           （人） 

 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

会員数 ４７５ ４０８ ３９４ 

 

２．会員の年齢階層別状況 (平成 25 年 3 月 31 日現在)        （人） 

年齢階層 男 女 計 

60 歳～64 歳 40 13 53 

65 歳～69 歳 104 35 139 

70 歳～74 歳 117 24 141 

75 歳～79 歳 39 9 48 

80 歳以上 12 1 13 

計 312 82 394 

平均年齢 70.5 69.1 70.2 

就業人員 340 91 431 

  ※ 就業人員 － 1 年のうち１日でも働いた人数。退会者含む。 

 

３．受注件数・就業延べ人員 

 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

受注件数 3,163 件(38,360 人) 3,181 件(37,170 人) 3,150 件(36,362 人) 

うち公共 823 件(18,471 人) 913 件(19,897 人) 827 件(19,415 人) 

うち民間(公団・公社含む)  722 件(14,993 人) 699 件(12,646 人) 720 件(12,605 人) 

一般家庭 1,618 件( 4,896 人) 1,569 件( 4,627 人) 1,603 件 (4,342 人) 

 

４．契約金額                             （円） 

 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

契約金額 183,039,159  180,479,131  178,029,815  

うち公共事業 94,040,158 (51.4%) 103,593,045 (57.4%) 100,691,666 (56.6%) 

うち民間 88,999,001 (48.6%) 76,886,086 (42.6%) 77,338,149 (43.4%) 

  ※ 公共事業の内、木津川市 98.9% 京都府 1.1% 

資料３－① 



５．配分金額                            （円） 

 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

配分金額(円) 155,573,949 150,640,379 146,553,164 

実働１人当 

配分金額(月平均) 
30,080 29,330 28,335 

実働１人当 

配分金額(日平均) 
4,055 4,052 4,030 

 

６．就業状況 

 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

就業実人員(人) 431 428 431 

就業率(%) 90.7 100.0 100.0 

就業延人員(人) 38,360 37,170 36,362 

月平均就業日数（日） 7.4 7.2 7.0 

  ※ 就業日数は、同一人物が午前・午後と就労した場合は、2 人と換算しています。 

 

７．分野別就業状況                          （円） 

 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

一般作業 

（学校環境保全、屋外清掃等）  
86,964,597 87,882,635 90,565,161 

管理 

（施設管理等） 
48,641,477 51,107,704 47,810,219 

技能 

（表具、大工等） 
31,138,810 27,984,646 28,277,871 

事務 

（筆耕、宛名書き等） 
797,319 3,109,365 2,164,537 

サービス 

（家事援助等） 
6,945,041 4,683,137 4,709,367 

技術 

（設備点検、自動車運転等）  
4,938,796 4,251,410 3,423,160 

折衝外交 

（広報配布等） 
3,613,119 1,460,234 1,079,500 

※主な発注内容 

  一般家庭：庭木剪定、表具・大工等 

  公共事業：公園・配水池の除草、市役所・支所等の宿日直、公共施設の清掃等  



 

８．木津・加茂・山城の支所別活動状況（平成 24 年度） 

 木  津 加  茂 山  城 計 

契約金額（千円） ８５，０７４ ６４，１３４ ２８，８２２ １７８，０３０ 

％ ４７．８ ３６．０ １６．２ １００ 

 

 

９．配分金の最高額・最低額（平成 24 年度） 

   最高額    207,500 円 

   最低額        750 円 

 

 

１０．事務局の支出削減の方策 

・シルバー保険を見直し、経費の削減をした。（保証内容は同じ。） 

・職員以外で対応可能な仕事は、会員を活用して経費を削減した。 

・車を新規リースするのではなく、リース期間が満了したものを安価で買取り経費を削減した。 

・採算が取れるよう、残材の処分費等の見直しを行った。 

・職員は、常に経費の削減に努めるよう意識している。 

 

 

１１．シルバー人材センターの周知 

・１０月の全国的な「普及啓発促進月間」に合わせ、街頭でチラシやポケットティッシュの配布を

実施している。 

・ボランティア清掃活動を実施している。 

・会員による啓発チラシや会員募集チラシのポスティングを実施している。 

・会員だけではなく、市内の高齢者を対象にした無料の講習会を開催している。 

・市の広報「きづがわ」を利用して会員募集をしている。 

 

 

 

 



１２．近隣自治体のシルバー人材センター補助金の状況 

 

市町村名 
国補助金

(千円) 

国・企画提案

補助金(千円) 

府補助金 

(千円) 

市町村補助

金(千円) 

６０歳以

上人口(人) 

会員数

(人) 

加入率

（％） 

就業率

（％） 

会費（円） 

※年額 
契約金額(円) 

契約金額に対

する公共比率

（％） 

配分金に

対する事

務費（％） 

宇治市 5,953 0 2,403 3,550 60,959 650 1.1 89.4 3,000 221,226,045 31.4 8 

八幡市 7,100 3,032 2,403 9,442 24,493 520 2.1 100.0 3,600 221,281,409 28.1 8 

城陽市 7,100 1,587 2,267 11,359 29,076 503 1.7 90.1 

4,000 

（保険 2,800） 

（会費 1,200） 

203,184,089 29.8 8 

向日市 7,100 0 2,403 6,250 17,257 402 2.3 97.5 3,600 164,578,690 46.9 7 

京田辺市 7,100 1,280 2,403 9,000 19,148 557 2.9 99.8 3,600 205,045,221 46.8 10 

京丹後市 7,100 1,600 4,160 23,643 23,532 797 3.4 94.6 3,000 267,853,747 32.4 8 

精華町 7,100 0 2,403 6,300 9,713 321 3.3 95.0 3,600 122,576,966 66.4 10 

木津川市 7,100 0 4,750 21,927 20,287 394 1.9 100.0 2,400 178,029,815 56.6 10 

 



■ 平成２５年度公益社団法人 

  木津川市シルバー人材センター事務局体制組織図 

 

 

 

               木津本所 

庶務・経理係長    庶務・経理担当 

               （事務局次長事務取扱）  （嘱託職員） 

 

業務第１係長 

 

業務第２係長 

 

事務局長  事務局次長 

（嘱託職員） 

               加茂支所 

加茂支所長    給与・庶務係長 

               （嘱託職員） 

業務担当 

                        （嘱託職員） 

 

山城支所 

業務担当主事 

 

木津本所 ５人 

加茂支所 ３人 

山城支所 １人 

資料３－② 



■ シルバー人材センター関係パンフレット抜粋 

 

●シルバー人材センターのご案内 

  

資料３－③ 



 

 

 
  



●シルバー人材センター入会説明会資料 

 

 



（単位：円）

科目 予算現額 決算額 差異 備考

Ⅰ一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

　受託事業収益 178,500,000 178,029,815 470,185

　　　受取配分金 146,600,000 146,553,164 46,836

　　　受取材料費等 17,500,000 17,093,001 406,999

　　　受取事務費 14,400,000 14,383,650 16,350

　受取会費 1,070,000 1,052,600 17,400

　　　正会員受取会費 1,070,000 1,052,600 17,400

　受取補助金等 33,777,000 33,777,000 0

　　　受取連合交付金 7,100,000 7,100,000 0

　　　受取府補助金 4,750,000 4,750,000 0

　　　受取市補助金 21,927,000 21,927,000 0

　特定資産運用益 20,000 13,290 6,710

　　　特定資産受取利息 20,000 13,290 6,710

　雑収益 210,000 113,829 96,171

　　　受取利息 10,000 2,650 7,350

　　　雑収益 200,000 111,179 88,821

　経常収益計 213,577,000 212,986,534 590,466

（２）経常費用

　事業費 213,195,000 212,055,351 1,139,649

　　　支払配分金 146,600,000 146,553,164 46,836

　　　支払材料費等 14,300,000 13,743,254 556,746

　　　給料手当 19,900,000 19,853,312 46,688

　　　賃金 10,800,000 10,720,746 79,254

　　　法定福利費 4,309,000 4,235,862 73,138

　　　退職給付費用 1,626,000 1,626,000 0

　　　福利厚生費 128,000 127,075 925

　　　旅費交通費 112,000 111,080 920

　　　通信運搬費 1,200,000 1,159,256 40,744 郵送料他

　　　減価償却費 510,000 509,474 526

公益社団法人木津川市シルバー人材センター

　収支計算書

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

資料３－④



（単位：円）

科目 予算現額 決算額 差異 備考

　　　会議費 20,000 19,203 797

　　　什器備品費 300,000 285,000 15,000 草刈機他

　　　消耗品費 2,100,000 2,022,443 77,557 事務用品他

　　　修繕費 1,400,000 1,351,590 48,410 車・機械修理他

　　　印刷製本費 410,000 401,250 8,750 封筒印刷他

　　　賃借料 5,500,000 5,476,574 23,426 車・パソコンリース他

　　　保険料 1,600,000 1,586,100 13,900 シルバー保険他

　　　諸謝金 650,000 625,200 24,800

　　　租税公課 950,000 915,500 34,500

　　　組織活動助成費 250,000 243,355 6,645 親睦研修会

　　　委託費 390,000 384,832 5,168 パソコン保守他

　　　教材費 10,000 2,016 7,984

　　　支払手数料 100,000 88,065 11,935

　　　雑費 30,000 15,000 15,000

　管理費 1,924,000 1,826,818 97,182

　　　役員報酬 350,000 336,000 14,000

　　　給料手当 528,000 528,000 0

　　　賃金 436,000 436,000 0

　　　法定福利費 143,000 143,000 0

　　　退職給付費用 54,000 54,000 0

　　　福利厚生費 4,000 3,098 902

　　　会議費 20,000 19,960 40

　　　旅費交通費 10,000 4,880 5,120

　　　通信運搬費 70,000 68,480 1,520

　　　消耗品費 10,000 10,000 0

　　　賃借料 10,000 3,300 6,700

　　　保険料 34,000 34,000 0

　　　租税公課 10,000 0 10,000

　　　支払負担金 185,000 185,000 0 全シ・近シ・京シ会費

　　　支払手数料 10,000 1,100 8,900

　　　雑費 50,000 0 50,000

　経常費用計 215,119,000 213,882,169 1,236,831

　当期経常増減額 △1,542,000 △895,635 △646,365



（単位：円）

科目 予算現額 決算額 差異 備考

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

　固定資産売却益 30,000 30,000 0

　　　車輌運搬具売却益 30,000 30,000 0

　経常外収益計 30,000 30,000 0

（２）経常外費用

　経常外費用計 0 0 0

　当期経常外増減額 30,000 30,000 0

　　　当期一般正味財産増減額 △1,512,000 △865,635 △646,365

　　　一般正味財産期首残高 78,450,655 78,450,655 0

　　　一般正味財産期末残高 76,938,655 77,585,020 △646,365

Ⅲ正味財産期末残高 76,938,655 77,585,020 △646,365

（単位：円）

科目 予算現額 決算額 差異 備考

【投資活動収支の部】

<投資活動収入>

　　特定資産取崩収入 5,000,000 0 5,000,000

　　　減価償却引当資産取崩収入 0 0 0

　　　財政調整基金積立資産取崩収入 5,000,000 0 5,000,000

　　　周年事業積立資産取崩収入 0 0 0

　　投資活動収入計 5,000,000 0 5,000,000

<投資活動支出>

　　投資活動支出計 0 0 0

　投資活動収支差額 5,000,000 0 5,000,000

【財務活動収支の部】

<財務活動収入>

　　財務活動収入計 0 0 0

<財務活動支出>

　　財務活動支出計 0 0 0

　財務活動収支差額 0 0 0

当期収支差額 5,000,000 0 5,000,000

収支計算書（注記）

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）



（単位：円）

（流動資産）

現金 手元保管 運転資金 113,279

預金

（現金預金計） 424,991

未収金 １９０件 受託事業 15,652,708

仮払金 消費税中間申告等 消費税中間申告等 402,300

流動資産合計 16,479,999

（固定資産）

特定資産 減価償却引当資産 普通預金 固定資産買換え資金として

管理されている預金 12,863,120

財政調整基金積立資産 定期預金 財源の不足が生じたときに 15,000,000

普通預金 取り崩すための預金 10,000,000

普通預金 財源の不足が生じたときに

取り崩すための預金 31,000,000

（財政調整基金積立資産計） 56,000,000

周年事業積立資産 普通預金 会員等周年記念行事の資金

として管理されている預金 530,211

特定資産計 69,393,331

その他の 清掃ダンプ９台

固定資産 軽トラック１台

軽バン１台 法人管理に使用 1

チップシュレッダー１台

芝刈機１台

印刷機１台

ミニローダー１台

その他の固定資産計 2,325,258

固定資産合計 71,718,589

資産合計 88,198,588

159,537シルバー事業に使用

シルバー事業に使用什器備品 2,165,720

91,385

運転資金

運転資金 65,401

運転資金

　財産目録
平成２５年３月３１日現在

運転資金

運転資金

10,447

79,707

64,772

公益社団法人木津川市シルバー人材センター

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額

車輌運搬具
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（単位：円）

（流動負債）

未払金 配分金３月分２９２名 ３月分配分金未払 9,237,088

電話代等 電話代等未払 349,259

臨時職員賃金 ３月分賃金未払 63,503

（未払金計） 9,649,850

職員他からの

預り金

墓地清掃業務委託料等 墓地清掃業務委託料等

４０件 仮受金

流動負債合計 10,613,568

（固定負債） 0

負債合計 10,613,568

正味財産 77,585,020

※預金に係る銀行名・支店名等は省略

預り金 866,093

貸借対照表科目 場所・物量等

97,625仮受金

使用目的等 金額

所得税等



 

■ 公益社団法人木津川市シルバー人材センター 

  運営補助金交付要綱（平成19年木津川市告示第43号） 

 

改正 平成23年５月10日告示第74号 

（趣旨） 

第１条 市長は、公益社団法人木津川市シルバー人材センター運営補助金を交付し、もって高年齢

者の生きがいを助長し、社会福祉の増進に資し、本格的な高齢化社会を迎え、高齢者が長年にわ

たって培ってきた知識・経験を生かすことができる就業の機会や場の提供を図るため、公益社団

法人木津川市シルバー人材センターに対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、

その補助金については、木津川市補助金等の交付に関する規則（平成19年木津川市規則第36号。

以下「規則」という。）及びこの告示の定めるところによる。 

（補助金の額） 

第２条 補助金の額は、高年齢者就業確保事業費等補助金（シルバー人材センター事業）交付要綱

（平成13年11月１日付け厚生労働省発職高第170号）に基づき、予算の範囲内において市長が別

に定める。 

（補助金の交付申請） 

第３条 規則第４条に規定する申請書は、別記様式第１号のとおりとする。 

（決定の通知） 

第４条 規則第６条の規定による通知は、公益社団法人木津川市シルバー人材センター運営補助金

交付決定通知書（別記様式第２号）により行うものとする。 

（実績報告） 

第５条 規則第13条に規定する補助事業等完了実績報告書は、別記様式第３号のとおりとする。 

（補則） 

第６条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成19年３月12日から施行する。 

（適用） 

２ この告示は、平成20年度から適用し、平成18年度及び平成19年度については、合併前の社団法

資料３－⑥ 



 

人木津町シルバー人材センター運営補助金交付要綱（平成13年木津町告示第９号）又は加茂町シ

ルバー人材センター運営補助金交付要綱（平成15年加茂町要綱第５号）の例による。 

附 則（平成23年５月10日告示第74号） 

この告示は、公布の日から施行し、平成23年４月１日から適用する。 

別記様式第１号（第３条関係） 

別記様式第２号（第４条関係） 

別記様式第３号（第５条関係） 



■ 事業仕分け資料一覧 

 

 

 

４ 幼稚園使用料 

 

 

・事業仕分け説明資料［幼稚園使用料］ 

・実施計画調査票兼事務事業評価調査票［幼稚園使用料］ 

 

 

 

  資料４－① 平成２４年度公立幼稚園保育料等調査 

  資料４－② 府内他市の公立幼稚園に係る状況（平成２３年度） 

  資料４－③ 平成２５年度幼稚園要覧 

  資料４－④ 木津川市幼稚園条例 

  

  

  

 

事業 
仕分 



事業仕分け説明資料 

項 目 名 幼稚園使用料 ４ 

担当部局 教育部 学校教育課 

 

① 何の／誰のために、どのようなことをしていますか？ 

 

幼児期における教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものです。 

幼稚園は、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えてその心

身の発達を助長することを目的としています。 

木津川市には公立幼稚園が３園あり、3 年保育（３歳～５歳）を実施しています。 

平成２５年５月１日現在の園児数は５８７名です。 

 

 木津幼稚園：園児２６２名 職員２２名（正職１０、嘱託２、臨職１０） 

 相楽幼稚園：園児１４３名 職員１４名（正職 ６、嘱託２、臨職 ６） 

 高の原幼稚園：園児１８２名 職員１７名（正職 ７、嘱託３、臨職 ７） 

② 私たちの税金をどれだけ使っていますか？ 

 

 

※[A]:事業に使った費用 [B]:[A]＋職員人件費 [C]:[B]－（補助金、利用者負担などの収入） 

H24 

年度 

実績 

A 

B 

C 

49,080 千円 

254,560 千円 

196,653 千円 

 

 

H24 決算の主な項目 （千円） 

職員給与費 

幼稚園バス運行事業費 

幼稚園事務事業費（臨時職員賃金等） 

幼稚園管理事業費 

(3 園の運営管理、消耗品費・光熱費等) 

幼稚園保健事業費（園医報酬） 

180,083 

25,036 

21,495 

21,428 

 

2,514 

市民 

一人 

当り 

A 

B 

C 

681 円 

3,530 円 

2,726 円 

 

 

③ 合併後に、どのような見直しを行いましたか？ 

 
合併前は、旧木津町にのみ公立幼稚園があり、園区制を敷いていました。 

合併後、園区制を廃止し、加茂町地域や山城町地域の住民の方も含めて、どの幼稚

園へも通園できるようにしました。 

（使用料については、平成６年に旧木津町で月額５，０００円を月額７，０００円

に引き上げて以降、改正は行っていません。） 

④ どのような改善策が考えられますか？また、どのような課題がありますか？ 

 
一層の経費削減の努力をして、効率的で充実した幼稚園運営を行う必要があると考

えています。 

なお、幼稚園使用料について、現在、文部科学省では「５歳児無償化を視野に置い

て、平成２６年度から段階的に取り組む（第２子半額、第３子無償）」としていま

す。 

※ 役所の専門用語などをなるべく使わず、わかり易い表現を心がけて作成しています。



 

 

 

 

⑤ 使用料はどのような考え方で、どのように設定されていますか？ 

幼稚園使用料は、現在月額７，０００円、年額で８４，０００円です。 

入園料はありません。 

生活保護世帯、非課税世帯、多子世帯（議会上程中）に対して減免措置を行っています。 

平成２４年度の減免措置額は、３４４，７００円、減免対象者は１０名です。 

 

（※通園バスについては、これとは別に月額３，０００円の使用料を設定しています。） 

⑥ この５年間の使用料の収入状況はどのようになっていますか？  

 

 H21 H22 H23 H24 H25（予算） 

金額(千円) ４７，９７０ ４６，７７４ ４５，９１７ ４７，０８０ ４５，６７１ 

園児数(人) ５６３ ５５２ ５４２ ５６３ ５８７ 

現年収納率(％) 99.6 99.9 100 99.8  

⑦ 事業に使った費用に対して使用料が占める割合はどの程度ですか？ 

 

 

 

  

（※ 通園バスに係る経費・使用料を除く。） 

H24 使用料（千円）  

 

／ 

事業に使った費用

（千円）  

 

＝ 

負担割合  

 

 ４７，０８０ ２２５，５２０ ２１ ％ 

⑧ 他の自治体の状況はどうですか？ 

 

京田辺市 別添のとおり 

城陽市  

精華町  

  

  

 

使用料について 

事業 
仕分 



２５
（様式 １）

（1）Face【基本事項】
作成年月日

所管
評価責任者

4 2 1 1 記入者（係）

（氏名）
開始年度

（2）Plan【計画】

（3）Do【実施】
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 総事業費 備考

67,644 68,415 50,028 50,028 50,028

76,287 49,080

19,279 -8,827 -7,677 -7,677 -7,677 0

57,008 57,907 57,705 57,705 57,705

21.50 23.50 23.50 23.50 23.50

17.0 19.5 20.5 20.5 20.5

191,721 205,480 225,687 225,687 225,687

268,008 254,560 275,715 275,715 275,715

実施結果

（24年度実績、

どうなったのか）

　在園園児数　木津幼稚園２３３名、相楽幼稚園１５１名、高の原幼稚園１７９名：合計５６３名

平成24年度

事業費内訳

細事業 事業量 事業費

月額 ３，０００円 １０，８２７千円

内
訳

国庫補助

府補助

その他特定財源

コ
ス
ト

予算額（千円） 予算額・決
算額は人件
費を除く。
人件費は、
実績値（事
務職員のみ
平均値で算
定）

決算額（千円）

人件費

事業費合計（千円）

特定財源の詳細（H24) 名称 補助率(負担割合) 補助額等

一般財源

国庫・府補助

その他特定財源

地方債

従事職員数
正職員

臨職等

幼稚園使用料 月額 ７，０００円 ４７，０８０千円

バス使用料

事
業
の
概
要

目
的

対象（何を、誰に） 　木津川市在住の３歳、４歳、５歳の就学前の幼児

目的（どのような状態
にしたいのか）

　学校教育法第２２条に規定する幼児教育を推進する

全体事業の概要
（どれだけ、いつまで）

　効率的な園運営を行う

各
年
度
の
手
段

（
ど
の
年
度
に
ど
れ
だ
け

）

平成25年度 　幼児の教育及び園の運営管理

平成26年度 　幼児の教育及び園の運営管理

平成27年度 　幼児の教育及び園の運営管理

実施方法
(誰が、どのように)

（委託先又は指定管理者：　　）

（補助先及び実施主体：　　）

（貸付先：　　）

竹本課長
基本計画での位置付け 教育総務係
主な取り組み 幼稚園の運営 畑本　晶子

実施計画調査票　兼　事務事業評価調査票

プ
ロ
フ
ィ
ー

ル

年度 平成25年度
事業名 幼稚園事務事業他 学校教育課
予算科目、事業コード 1-9-4-1-2225

主な事業等 幼稚園の運営 昭和３２年度

直接実施

委託業務又は指定管理

補助金（直接・間接）

貸付

直接実施

委託業務又は指定管理

補助金（直接・間接）

貸付

直接実施

委託業務又は指定管理

補助金（直接・間接）

貸付



２５
（様式 １）

（4）Check【検証】
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 最終目標 推移

達成度 効率性 成果

2 2 2

目的・対象・
手段の妥当性

緊急性・
必要性

3 3

（5）Action【改善】

（6）Reference【参考】

総
合
評
価

3：高い（良くなった）

2：普通（変わらない）

1：低い（好ましくない）

実
施
事
業
評
価

継
続
性
評
価

参
考

比較参考値
(他自治体での類
似事業の例など）

特記事項
（根拠法令・事業の沿
革など）

　

改
善
・
改
革

今後の方向性
今後も公立幼稚園において、幼児教育の提供を継続していく。

方向性の理由

幼児期における教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものである。
幼稚園は、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えてその心身の発
達を助長することを目的としており、公立幼稚園においては、保護者の経済的負担に配慮し
ながら安定した幼児教育の推進を図ることができる。

改革プラン 一層の経費削減に努力し、効率的で充実した幼稚園運営を行う必要がある

成
　
果

在園園児率（在園園児数
／定員園児数） 73 76 79 79 79

単位；％

評
価
指
標

活
　
動

園児数
542 563 587 587 587

単位；人

コ
ス
ト

事業費合計／園児数
494,480 452,149 469,702 469,702 469,702

単位；円

0

1

2

3
達成度

効率性

成果

目的・対象・

手段の妥当

性

緊急性・

必要性

評価結果

終了 縮小等による見直し 充実効率化等による見直し 継続



■ 平成２４年度公立幼稚園保育料等調査（文部科学省） 
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園数 園児数
１園当たり

園児数
使用料
月額

入園料
使用料
総額

公費負担
総額

園児１人当たり
公費負担

備考

（園） （人） （円） （円） （千円） （千円） （千円）

A B B/A C D E F F/B

木津川市 3 542 181 7,000 0 ★ 57,008 195,901 361 通園バスあり

京田辺市 8 745 93 7,000 0 62,992 343,535 461

八幡市 6 562 94 7,000 0 44,419 367,200 653

城陽市 1 59 59 10,000 0 7,310 41,129 697

宇治市 4 236 59 9,000 0 21,807 216,925 919

亀岡市 2 127 64 7,000 0 10,505 77,063 607

南丹市 2 217 109 7,000 0 ★ 19,513 171,160 789 通園バスあり

綾部市 3 75 25 10,000 0 6,637 63,937 852

福知山市 6 174 29 7,000 0 13,776 184,348 1,059

舞鶴市 1 50 50 10,000 0 5,910 67,783 1,356

宮津市 3 77 26 8,500 0 7,974 73,896 960

京丹後市 3 83 28 9,500 0 8,989 87,275 1,052 通園バスあり

■ 府内他市の公立幼稚園に係る状況（平成２３年度）

※使用料総額（E）は、平成２３年度地方財政状況調査の「幼稚園授業料」の値。

※使用料総額（E）の★は、通園バス使用料も含む（京丹後市は保護者のバス通園使用料負担無）。

※公費負担総額（F）は、平成２３年度地方財政状況調査の「幼稚園歳出合計」から「幼稚園授業料（年間使用料）」、「扶助費」「補助費等」（どちらも主に
私立幼稚園への補助経費）を引いた値。
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■ 木津川市立幼稚園条例（平成19年木津川市条例第87号） 

 

（設置） 

第１条 学校教育法（昭和22年法律第26号）第77条に規定する幼児教育を施すことを目的として、

木津川市立幼稚園（以下「幼稚園」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。 

（利用者の義務） 

第３条 幼稚園の利用者は、幼稚園内の秩序を尊重し、条例及びこの条例に基づく規則の規定を遵

守し、かつ、管理者の指示に従わなければならない。 

（利用の中止等） 

第４条 市長は、幼稚園を利用しようとする者が前条の規定に違反し、又は違反するおそれがある

と認めるときは、その者に対して幼稚園の利用を中止させ、又は利用を拒否することができる。 

（使用料） 

第５条 幼稚園を利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。 

（使用料の減免） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、必要と認めるときは、使用料を減額

し、又は免除することができる。 

(１) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 

(２) 当該年度に納入すべき市民税の所得割が非課税となる世帯 

２ 市長は、減免の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の決定を取り消

し、又は変更することができる。 

(１) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(２) 虚偽その他の不正な手段により、減免を受けたことが判明したとき。 

（使用料の還付） 

名称 位置 

木津川市立木津幼稚園 木津川市木津田中前30番地 

木津川市立相楽幼稚園 木津川市相楽清水１番地 

木津川市立高の原幼稚園 木津川市兜台４丁目４番地２ 

資料４－④ 



第７条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限

りでない。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成19年３月12日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の木津町立幼稚園の設置及び管理に関する条例（昭

和39年木津町条例第13号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規

定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

別表（第５条関係） 

  
 

使用料の基準 月額 備考 

園児１人につき 7,000円  
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